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国際環境法における予防原則の起源：

北海（北東大西洋）汚染の国際規制の検討

堀 口 健夫＊

Summary 

Today, many authors hold that the 'precautionary principle' has become a staple of 

international environmental law. They argue that the principle was generally accept巴d by the 

international society at the Rio Conference in 1992 (ex. The Principle 15 of the 'Rio D巴claration ‘

) . Yet while it is commonly said that the precautionary principle requires states to act in an 

anticipatory manner rather than waiting for scientific certainty, it is still unclear what the 

principle actually entails. In the days prior to the Rio Conference, this 'elusi veness ‘ prevented 

authors from regarding it as a legal principle. Basically, their negative opinions were derived 

from the understanding that states ’ activities could be hampered by' precautionary' requirement 

to such an extent that states could hardly accept. These opinions were clear indications that 

removing such 'elusiveness' theor巴tically remains important task of law. This paper deals with 

the origin of the precautionary principle and tries to show the original m巴aning of the 

precautionary principle, the grounds on which the above-mentioned understanding of the earlier 

authors were based, and ways to analyze the result of the Rio Conference and today ’s doctrine. 

The precautionary principle was first introduced at the international ministerial conference on 

the protection of the North Sea in the 1980’s. The principle was originally proposed by West 

Germany in order to refuse the assimilative approach, which depends on the assimilative capacity 

of the marine environment and permits any activities unless scientific evidence shows their 

harmfulness. This traditional approach is based upon the economic oriented notion that in 

principl巴 the marine environment is a dumping ground and any international regulation should 

be kept to its minimum. On the contrary, 'precaution' is based upon the environment oriented 

notion that environmental damages and risks should be avoided at source as far as possible 

In the OSPAR Convention, which was signed in 1992 and eventually replaced the older regional 

conventions, the North Sea (North巴ast Atlantic) states adopted this principle as one of the basic 

principles of the marine protection regime. According to the precautionary principle, states are 

obliged to prevent marine pollution more strictly than in the older regime. First, in identifying 

environmental risks that have to be prevented, lack of scientific certainty can no longer be used 

as a reason for d巴nying existence of such risks. Second, the principle justifies the international 

regulation on waste emission itself and states are now required to show a continuous 巴ffort to 

minimize environmental impact at source. 

This new regime is aimed at preserving marine ecosystem for its own sake, rather than merely 
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controlling pollution for economic r巴asons. Such environment-oriented interests underlie the 

precautionary principle, which has also been demanded by the green movement in the European 

developed nations around the North Sea. In other words, the birth of the precautionary principle 

is closely connected with this conscious choice among values, conditioned by the regional 

characteristics. This gave a wide rang巴 of potential normative scope to the precautionary 

principle and caused, at least partly, th巴 earlier authors to doubt its status as a generally 

accept巴d legal principle. 

Against this background, the Principle 15 of the 'Rio Declaration', which appears to have 

generated the general acceptance of the precautionary principle, formulates it very carefully 

respecting state sovereignty. In this way, having made itself mor巴 acceptable to the states, the 

Principl巴 15 shows the possibility of its generalization. At the same time, however, the economicｭ

oriented argument, which was preponderant in the Rio Conference, makes it difficult to 

understand the precise meaning of the principle in international environmental law. The authors, 

who assert establishment of the precautionary principle, tend to treat this 'elusiveness ‘ lightly 

and make practical argument. Such tendency will not provide theoretical basis of its normative 

character. 

第 1 章問題の所在

第 1 節国際環境法における予防原則

「予防原則（precautionary principle）」は、国

際環境法における最も重要な原則のーっとして今

日議論されるようになっている。近年の国際環境

条約・国際文書の多くにその規定を見出すことが

でき l、とりわけ 1992 年にブラジル、リオデジャ

ネイロで開催された「環境と開発に関する国連会

議（以下、リオ会議）」において、この原則は広

く国際社会一般の支持を得たとされる。同会議で

採択された「環境と開発に関するリオ宣言（以下、

リオ宣言）」の第 15 原則は、以下のように定めて

いる。

「環境を保護するため、 予防的アプローチは各

国によりその能力に応じて広く適用されなければ

ならない。深刻な、あるいは不可逆的な損害のお

それがある場合には、完全な科学的確実性

( scientific uncertainty）の欠如が、環境悪化を

防止するための費用対効果の大きな対策を延期す

る理由として用いられではならない。」

この他、同会議で採択された「生物多様性条約」

前文、「気候変動枠組条約」第 3条 3項にも、 同様

の規定が存在する。こうしたリオ会議の成果を特

にふまえて、予防原則の国際慣習法化という方向

性を指摘する論者は少なくない、国際環境法の

「予防」的性格が今日有力に主張されるに至って

いる。

しかしこのような国際環境法の発展傾向が主張

される一方で、予防原則の内容や法的意義の理解

となると論者の見解は必ずしも一致せず、不明確

な部分が残されている。「リオ宣言」第 15 原則に

示されているように、予防原則は環境問題に伴う

科学的不確実性の要素と関連付けられて理解され

るのが一般的であるが、学説上確立した定義が存

在するとはいい難いのである。まずは、こうした

学説の議論を整理していくこととしよう 。

第 2節予防原則をめぐる学説

第 1 款 リオ会議以降の時期の学説（国際慣習法

化肯定説）＇

1992年のリオ会議以降、予防原則の国際慣習法

化を示唆・指摘し、今日の国際環境法の「予防」

的性格を主張する見解は少なくない。

例えば Sands は、 予防原則はし、まだに発展過程

の途上にあるとする一方、科学的に不確実な状況

に関わる事前防止の原則としての基本的理解を示

し、 予防原則の核心は上述の「 リオ宣言」第 15 原
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則に反映されているとする'o リオ会議においてよ

り詳ー細な内容を与えられた予防原則は、今日広く

国際社会に受け入れられており、少なくとも「国

際慣習法の原則であるとする議論を許容するよう

な、十分に広い支持があるとの結論を正当化する

国家実行の証拠があるJ と論ずる 50

Cameron と Abouchar は、予防原則を「特定の

物質や活動と環境損害の聞に決定的な科学的証拠

がなくても防止措置をとる」ことを求める原則と

する60 つ まり、従前の環境損害防止義務を科学的

不確実性の状況に拡張したものと位置つけている。

そしてその内容に一定の不明確性が存在すること

を認識しつつも、規制を怠ることで無視できない

損害のおそれがあり、因果関係につ いて科学的確

実性が欠如 しており、そのよ うな状況において規

制を怠ることは不当である、との 3点に予防原則

の中核部分があると論じてい る7。このような内容

の予防原則は 1992年のリオ会議において国際社会

に十分普遍的に受け入れられたとされ、その他の

圏内政策・立法・国際文書・判例を検討しでも、

予防原則を国際慣習法とみるに十分な国家実行が

あるとしている。

また Freestone と Hey によれば、措置がとられ

る態様とタイミングが予防原則の新しい要素であ

るとされる。すなわち、 ひとたび環境への危険が

特定されたなら（科学的根拠が明確になる前に）

厳格な環境管理の行動が求められるという九ただ

し予防原則は広範囲の義務を含むもので、最も弱

い形式は予見可能性に基づく従来の防止義務に近

いものであり、一方最も厳格な形式は事前の無害

証明の要求であるとし、予防原則の共通の理解は

この両極端の聞のどこかに存在する、と指摘して

いる。 この点は、予防原則自体は特定の規制手段

を示すものではないとの認識にも基づいているが、

予防原則の確定的な理解が困難であることも示唆

するものである。また予防原則が必要とする環境

危険の基準等についても、 国際文書における文言

が必ずしも一様でない点を指摘するのだが、こう

した「予防原則自体をとりまく不確定性は、それ

が国際環境法の原則であることの妨げとされるべ

きではない」という。科学的不確実性の状況にお

いても事前防止措置をとるとする予防的思考は、

多くの重要な環境レジー ムに確認することができ

るのであって、予防原則が国際慣習法であるかと

いう議論は「もはや中心的な重要性をもたないJ

とされるのである 90

他にも予防原則の国際慣習法化を指摘する論者

として、 Hohmann や、 McIntyre、 Mosedale 等

をあげることができる。

これらの見解の特徴は、ほほ、以下のように整理

することがで‘ きる。まずその内容の理解について

は、科学的に不確実な状況であっても環境に対す

る悪影響を事前に防止することを要求する原則で

ある点については、ほほ‘コンセンサスが確立して

いるとい ってよいだろう 10。こうして端的に、科

学的確実性の状況における事前防止行動は「防止

(prevention）」であり 、不確実な状況におけ るそ

れは「予防（precaution）」であるとの整理がみ

られる 110 しかし「リオ宣言」第 15 原則がそれ以

上の内容を定式化しているにもかかわらず、第 15

原則自体をその定義と して明確に位置づける論者

はいない。 「核心」や 「中核部分」とい っ た表現

や Freestone らの議論にもはっきり現れているよ

うに、その内容に不明確な部分があることについ

ても論者は共通して認識しているのであ り、そう

した予防原則の核心とされる部分の理解に関して

すら、前述のコンセンサス以上の内容となると必

ずし も理解の一致をみているとはいえないのであ

る。しかし一方で、これらの見解は、 予防原則の国

際慣習法化に肯定的である。その背景には、同原

則に関わる国家実行や法作業の集積がある。なか

でもリオ会議の成果は有力な根拠とされており、

少なくと も「リオ宣言」第 15 原則は予防原則の一

般的支持の表明であると評価されるのである。

こうして国際環境法における予防原則の確立の

主張が近年有力となりつつあるが、そもそも「予

防」それ自体の意味に関しては少なからず不明確

な部分が残されている。こうした状況の背景に同

原則の歴史の浅さがあることは否定できないし、

また「原則（principle）」という性格上、その内

容がある程度一般的なものに留まることは不思議

なことではなし、かもしれない。しかしリオ会議以

前の時期に目を向けると、このように内容が不明

確であることを根拠として、当初は法規範として
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の性格を否定する見解が有力に主張されていたと

いう経緯があった。次にこうした初期の学説の議

論を検討していくことで、今日の学説の問題点を

考えるうえでの視角を整えていきたいと思う。

第2款 リオ会議以前の時期の学説12

リオ会議以前の時期においては、そもそも予防

原則に関する法作業や実行が不十分であり、「リ

オ宣言」 第 15原則が示したような定式化は指摘さ

れていなかった。

予防原則の研究の先駆者の一人である

Gundling は、その理解が困難であることを指摘

しつつも、予防を「防止的環境政策（preventive

environmental policy）のより厳格な形式」と位

置付ける。すなわち、予防的行動は事後の損害回

復や危険防止以上のものであり、そ うした確然的

な危険の存在に関わりなく環境への悪影響を削減 ・

防止することを求めるものであると論ずる。 「予

防的行動は環境容量 (loading capacity）が尽く

されぬよう確保するためにとられねばならず、ま

た危険がいまだ確然的（certain）ではなく 蓋然的

(probable）な段階あるいはそれ以下の段階にす

ぎなくても行動が要求される」とするのである～

つまりは、損害の回復や確然的な危険を対象とし

ていた従来の防止義務の厳格化である。このよう

な予防原則の基本的理解自体は、前述のように今

日においても学説のほぼ共通した理解となってお

り、有力な支持を得ている。しかしやはりそれ以

上の内容は明確ではなく 、その内容 ・限界等に関

してもさらなる国際的合意が必要であるとされて

し、 fこ。

このように内容が不明確であることを根拠に、

予防原則の法規範的性格に対して疑問を提起して

きた論者は少なくない。予防原則の国際法規化に

消極的であった米国の法学者である Bodansky も、

そうした論者の一人である。 Bodansky は、予防

原則は科学的確実性の形成を待つより、潜在的な

環境損害が発生しないよう予見的行動を求めるも

のであるとするが、 予防原則は環境規制のスタン

ダードとしてはあまりに暖昧であるとし、以下の

二つの問題点を指摘している。第 l に、予防を行

うのに適切な危険の基準の問題、 つまりいかなる

場合に予防するこ とが適切かという問題、そして

第 2 に、いかなる予防的措置をとりうるのか、と

いう問題である九 Bodansky によればこれらの問

題に応える単一の予防原則を語ることは困難であ

るとされ、国際環境法の原則としての予防原則の

採用に対して慎重な姿勢をとる必要性を指摘する。

Birnie と Boyle も、予防原則の法規範的性格に

対して否定的見解を示していた。彼らは、従来の

事前防止義務の前提とされた科学的証明の程度を

低下させる予防原則を支持することは賢明な政策

であり、それが魅力的な概念ではあることは認め

るが、「予防原則には非常に様々な解釈があり、

いくつかの適用における新規で広範囲な効果が、

予防原則がまだ国際法の原則ではないことを示 し

ている J と論ずる～そして Bodansky が示した

問題意識を一部共有するように、「どの時点で適

用されるかという問題は依然未解決であり、その

ことがその規範的性格と実践的利用を相当に損なっ

ている」と述べている。

さらに、この原則が強い環境志向の理念に立脚

するものであり、国際社会一般が受け入れ葉ft. L 、ほ

どに、 経済活動に対する厳格な制約を合意するも

のであることを指摘する論者もみられた。 Handl

は、環境への潜在的な影響を及ぼす人間活動は制

約に服するべきだとの社会的期待が現れつつある

ことを認めながらも、予防原則の厳密な法的 ・ 政

治的含意はいまだ暖昧なままであり、「現状では

予防原則は国際法の用語（term of art）ではな

い」と指摘する 16a Handl はこのような暖昧さが

もたらされる理由のーっとして、自然生態系の維

持それ自体に対する価値の認識に基づいた「保存

主義者（preservationist）」の関心が、予防行動

の要求の根底において強く作用している可能性に

言及している九ここで Hand！は、 あくまで人間

の経済的利用の長期的確保の観点から環境への配

慮を求める「経済功利主義 (economic 

utilitarianism）」 の理念、に予防行動の要求が由来

する可能性は否定していないのだが、経済功利主

義のみならず保存主義という強い環境志向の理念、

が予防の要求の根底に混在してい ることが、予防

原則に広範な内容を与えているというのが Hand!

の示唆するところなのである。たしかに論者のな
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かには、例えば「無害性が証明されない限り、廃

棄物は（海洋に） 排出されるべきではない」と す

る原則として理解し、事前の無害証明の要求を予

防原則の本質とみる者もいた 18。こうした厳格な

理解はそれ自体予防原則に明確な内容を与えるが、

Handl は国際社会一般において保存主義の理念が

支配的であることには懐疑的であり 、 そのなかで

予防原則が「環境行動の有効な国際規範として発

展しうるかは疑問」とするのである ＇＼

このようにリオ会議以前の時期においては、

「危険がいまだ確然的ではなく蓋然的な段階ある

いはそれ以下の段階にすぎなくても行動が要求さ

れる」という意味での防止義務の厳格化という基

本的理解は既に与えられていたが、それ以上の内

容が不明確である ことに鑑み、 予防原則の法原則

としての規範的性格に否定的な見解が有力に主張

されていたのである。

第 3節本稿の射程

以上のように 1992 年のリオ会議を一つの境とし

て、予防原則に対する学説の傾向に変化をみるこ

とができる。リオ会議以前の時期に示されていた

否定的見解と、国際環境法における予防原則の一

般的確立を主張する近年の議論を比較すると、

「予防」概念の内容の基本的理解そのものにはほ

とんど差異が見受けられない。それにもかかわら

ず、予防原則に対する両者の評価がこのように分

かれ、否定的見解がその内容の不明確性の問題を

強調したのはなぜだろうか。

前述したように、近年の予防原則の確立に肯定

的な見解は、 1992 年のリオ会議、 及びそれ以降の

予防原則をめぐる法作業・実行の集積に根拠をお

いているのであり、この点でリオ会議以前の時期

とは状況が異なる ことは確かである 。 Gundling

が指摘していたように、当時はさらなる法作業を

通じた内容の特定化を必要とする段階にあったこ

とは否定できないのである。予防原則の法規範的

性格に否定的であった初期の学説が、 このように

法作業 ・ 実行の不足を背景とする内容の不明確性

を単に問題にしていたのであれば、予防原則の確

立を主張するその後の議論はそれらを克服しつつ

あるといってもよいかもしれない。

しかしこれ らの否定的見解は、単にそうした法

作業 ・ 実行の不足を問題にしていたのであろうか。

むしろこれらの見解の根底には、「予防」 の要求

が国家主権に対する重大な制約を含意しうるとの

懸念、が強く 影響し ていたように思われる。

Gundling が示 した予防原則の基本的理解にして

も、確然的な危険には至らないがある一定の基準

を越えた危険は無条件にすべて回避されるべきで

ある、とい う「絶対的な」解釈が付与される余地

があるへそもそも「蓋然的な段階あるいはそれ

以下の段階にすぎなくても行動が要求」されると

いう理解自体に、各国の産業・経済活動への相当

な制約の契機が内在していることは明白である。

Handt の議論に顕著であるように、「予防」概念

が強い環境志向の性格を有している点と、その潜

在的な規範上の射程が広範に及ぶ点は早くから認

識されており、そうした点が「予防」の理解を困

難にしている可能性が示唆されていた。 Birnie と

Boyl巴にしても、そうした「新規で広範囲な効果」

に言及 しているし、予防原則の採用への慎重な姿

勢の必要性を示した Bodansky の立場も、こうし

た認識を前提と してよりよく理解することができ

る九つまり 、 予防原則の法原則 としての性格に

否定的であったこれらの議論の根底には、そもそ

も「予防」の要求が国家主権を重大に脅かしうる

との懸念が、強く 影響していたことがうかがえる

のであり、だからこそその将来的な発展の見通し

についても否定的な評価が示されていたのである。

このような当初の学説の問題意識を考慮すると、

その後のリオ会議の成果はどのように理解できる

のであろうか。確かに「リオ宣言」第 1 5 原則の採

択に象徴的であるように、 今日では予防原則に対

する国際社会の支持は明白であるかもしれない。

しかし問題は、ここで広く支持された 「予防」 と

はそもそも何を意味するのか、 という点なのであ

る。 今日の学説に目を向けると、その理解は初期

に Gundling が示した基本的理解から実質的な進

展をみているようには思えず、科学的に確実な状

況における事前防止行動は「防止（prevention）」

であり、 不確実な状況におけるそれは「予防

(precaution）」であるとの端的な整理がみられる
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ことは前にも述べた。しかし「危険がい まだ確然

的ではなく蓋然的な段階あるいはそれ以下の段階

にすぎなくても行動が要求される」と い う基本的

理解が与えられる としても、少なくとも こ う した

理解そのものに主権を脅かす契機が内在している

のであって、さらなる理論的説明を構築すること

でしかこの問題の克服は望めないはずである。リ

オ会議以降の法作業 ・ 実行の集積、国際社会の支

持を背景に予防原則の確立を主張するとしても 、

漫然と科学的不確実性の要素と結びつけた「予防J

の理解を示すにとどまるならば、そうした議論に

は国際環境法の発展に対する過大評価をもたらす

危うさすらあるといえよう。

このように、初期の否定的見解が示していた問

題意識は、今日の予防原則をめぐる学説の問題点

やその理論的課題に連なってくるように思われる。

したがって、予防原則の実定法化が進んでいなかっ

たリオ会議以前の時期において、そもそもこうし

た「予防」概念の基本的理解や問題意識が形成さ

れるに至った背景に目を向けることには少なから

ず意味がある。国際法上の「予防」概念 ・ 予防原

則の起源が、 ヨーロ ッパの北海汚染をめぐる 1980

年代の国際閣僚会議にある点については争いはな

い。その実定法化が不十分であった初期の論者の

基本的理解や認識には、そこでの「予防J 概念を

めぐる議論や内容が少なからず影響を与えていた

ことは間違いないところである。本稿では、この

北海 ・ 北東大西洋汚染の国際規制の検討を行い、

「予防」概念、が提唱されるに至った歴史的背景や

その意義に考察を加えていきたいと思う。そのう

えで、予防原則の確立を主張する近年の学説の有

力な根拠である「リオ宣言」第四原則に対する評

価を行いながら、今日の国際環境法における予防

原則の意義を理解するための手がかりを示してい

くことを目的としている。

次の第 2章においては、北海汚染をめぐる国際

閣僚会議において「予防」概念が提唱されるに至っ

た歴史的背景に検討を加える。そこでは科学的不

確実性の要素と関連付けられることの意味を分析

し、同概念の本質が環境容量アプロ ーチという汚

染規制原理の否定にあったことをまず明らかにす

る。こうした本質をふまえたうえで、第 3章では

その後同概念を明確に実定法化した「北東大西洋

保護条約（以下OSPAR条約）」（1992年締結）体

制に検討を加え、 汚染防止義務の厳格化という観

点からその法的意義に分析を加える。そして第 4

章では、このような 「予防」概念が北海沿岸諸国

によって提唱され、その後実定法として予防原則

が確立した基礎において、 ヨーロ ッパ先進諸国で

構成された北海沿岸という地域性を背景とした、

生態系の「保存（preserve）」を志向する環境理

念を見出すことができることを示す。最後にこれ

らの検討をふまえたうえで、 予防原則の一般的支

持の表明とされる「リオ宣言」第 15 原則に対する

評価と近年の学説の問題点を示して結びとする。

第 2章北海閣僚会議における

「予防」概念の提唱

第 1 節北海閣僚会議と「予防」概念

北海閣僚会議は、 1984年にプレーメ ンにおいて

開催されてから定期的に行なわれており、 1987 年

にロンドンにおいて、そして 1990年にはハー グに

おいて開催されている。 1995年にはデンマークの

エスビャウで第4回会議が開催されているが、こ

こでは 1992年に「OSPAR条約」が締結される以

前の上記の 3会議に焦点を絞ることと し、エスビャ

ウ会議の成果については後に言及するにとどめる。

それぞれの会議の成果を表明した閣僚宣言はそれ

自体法的拘束力を有する文書ではないが、「予防」

概念の基本的な内容を形成してきたといってよい。

「予防（precaution) J という 語がその閣僚宣

言の一般規定にはじめて明確に登場するの は、

1987年の「ロンドン宣言」においてであるヘそ

の前文部分は、「極めて危険な物質によるおこり

うる有害な影響（possibly damaging effects) 

から北海を保護するために、完全に明白な科学的

証拠（absolutely clear scientific evidence）に

より因果関係が確定される以前であっても 、 その

ような物質の流入を管理する行動を要求 しうる予

防的アプローチが必要である…」（パラ 7）ことを

表明している。また「ロンドン宣言」では、陸上

起因汚染の規制に関して（パラグラフ 16.1) 、「持
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続性 ・ 毒性そ して生物濃縮性のある物質の汚染を

ともなう排出を、利用可能な最善の技術或いはそ

の他の適当な手段によって発生源で削減させるこ

とにより、北海の海洋生態系を保護する原則を受

け入れる。この原則は、排出と影響の聞の因果関

係 の科学的証拠が存在しない （there is no 

scientific evidence）場合でさえも、そのような

物質により海洋の生物資源に対して特定の損害や

有害な影響が発生するおそれがあるとみなす理由

がある（there is reason to assume ）時に、 特

に適用 さ れる。 く予防的行動の原則（principle of 

precautionary action）＞」との規定がみられた。

このような 「予防」 の要求は、次のハ ー グ会議に

おいても確認されている九

こうした一般規定に示されているように、有害

物質の流入と海洋環境への悪影響に関する因果関

係の科学的証拠がなく ても行動を要求する点に、

「予防」の本質があることは明らかである。「危険

がいまだ確然的で・はなく 蓋然的な段階あるいはそ

れ以下の段階にすぎなくても行動が要求される」

という Gundling の基本的理解は、こうした「予

防」概念の本質を表現したものであるといえよう。

それでは、このように「予防」概念が科学的不確

実性の要素と結び付けられ、それが国際規制の基

本原則として提唱されるに至ったこと 、 そのこ と

にはいかなる意味があったのであろうか。以下で

は、「予防」概念が提唱されるに至っ た歴史的背

景 ・ 意義に検討を加え、科学的不確実性という

「予防」の基本要素の意味を明らかにしていきた

いと思 う。

第 2節 Vorsorgeprinzip

北東大西洋というより広い範囲ではあるが、北

海汚染に関わる地域条約体制は既に閣僚会議が開

催される以前に確立していた九すなわち、海洋

投棄汚染 ・ 洋上焼却に関する「オス ロ条約」（1972

年署名、 74年発効。洋上焼却に関 し ては 89 年発

効〉と 、 陸上起因汚染 ・ 大気起因汚染に関する

「ノマリ条約」 (1974 年署名、 78 年発効。大気起因汚

染に関しては 89年発効）である 2526。 両条約は海洋

汚染防止の一般的義務を定め、そのために全ての

可能な手段を とることを国家に求めるとともに

（両条約第 l 条〉ヘ規制の枠組としていわゆるリス

ト方式を採用していた。基本的には、 高度の持続

性（persistent） 、 高度の毒性（toxic）、強い生物

濃縮性（bioaccumulatable）を有する物質がブラ y

クリストに挙げられ、よ り低いレベルの持続性、

毒性、 生物濃縮性を有する物質がグレイリストに

挙げられておりへそれぞれに対応した義務が国

家に課せられている目。

こうして北海汚染に関 しては、既に 70年代から

地域条約による規制枠組が整備されてお り 、 国家

の汚染防止の一般的義務も確立していたのである。

しかし 80年代半ばの北海閣僚会議の開催に至るま

では各国の履行は不十分であり 、 実体的な共同規

制の進展もほとんどみられなかったというへ こ

うした国際規制の機能不全の状況の打開にイニ シ

アティブをとったのが西ドイツであった。西ドイ

ツ政府は北海の環境状態について高度の科学的調

査 ・ 研究に着手し、 1980 年の『北海の環境問題

(Umweltprobleme der Nordsee）』 と題する報告

書の中で、特にオランダ、ドイ ツ 、 デンマーク沿

岸部など、 局所的に北海が有害物質による重い負

荷を与えられていると いう見解を示した。西 ドイ

ツ政府はこうした専門家の見識をふまえて、北海

保護のためにはさらなる国際規制のためのイニシ

アティブをとる必要があると考え、北海沿岸諸国

の閣僚レベルて・の国際会議の開催を働きかけたの

である310

かかる北海汚染防止のための取組において、 西

ドイツ政府が特に強調 した提案の一つに挙げられ

ていたのが「予防原則（Vorsorgeprinzip）」 の採

用にほかな らな い。 Vorsorgeprinzip は西 ド イツ

における環境政策の基本原則のーっとされへそ

のエ ッセンスは、 環境危険および環境損害は可能

な限り回避されるべきであるという理念にあり、

環境保護政策は事後対応的な損害の緩和やその削

減ではなく 、 事前防止的なものであるべきとす

る九前述の 1980 年の『北海の環境問題」と題す

る報告書の中では、 Vorsorgeprinzi p について以

下のような見解が記述されている。

実効的な環境政策は、 Vorsorgeprinzip によ っ

て指針を与えられねばならない。一環境容量

(environm巴ntal capacity）の限界を決定する
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メカニズムは、いまだ大部分が不明のままであ

る。ゆえに、特定の措置がとられねばならない

場合にすでに確定的（established）な海洋環境

への影響によってのみ指針が与えられることな

しに、環境政策は生態学的な逆成長（adverse

ecological developments）を事前に防止するも

のでなくてはならない。…以下の 3 つのレベル

の措置が考えられる。

一生態学的危険か ら、海洋生態系を保護する た

めの事前防止的な防衛体制を発展させる。

－排出関連（emission-related) の措置をとる。

一自然環境に深刻な影響を与える活動を禁止す

る、特にその環境にはも ともと存在しない物

質の排出を禁止する九

ここで Vorsorgeprinzi p が求められる根拠として、

海洋の環境容量の限界の確定が科学的に困難であ

る点が明らかにされてい るヘ環境容量とは海洋

環境の有する自然浄化の能力の ことで、

‘ass imilative capacity＇とか’environmental

capacity‘などと呼ばれるが（本稿では統一 して

「環境容量」の語を用い る〉、 こう した浄化能力は

早くから認識されていて海洋への廃棄物投棄や排

出を正当化してきたのであ る出。この環境容量の

存在とその科学的確定に依拠した伝統的な汚染規

制アプロ ー チは、「環境容量 アプローチ

(assimilative approach）」と呼ばれる。

第3節環境容量アプローチ

従来のオスロ・パリ条約体制においては、共同

で採用されるべき汚染規制アプロ ーチに関して意

見の鋭い対立がみられた。特に陸上起因汚染に関

するパ リ 委員会の作業では、こ う したアプローチ

の立場の差異が、共同規制措置の合意に対する大

きな障害のーっとなっていたのである。 「パリ条

約」第 l条は国家の汚染防止の一般的義務を規定

するが、 ここで防止される「汚染」とは原文によ

れば以下の通りである。

' ・・ the introduction by man directly or 

indirectly, of substances or energy into the 

marine environment (including estuaries) 

resulting in such del巴terious effects as hazards 

to human health , harm to living resources 

and to marine ecosystems, damage to 

amenities or interference with other legitimate 

uses of the sea.' 

ここで防止されるべき「汚染」が、有害物質等に

よる海洋環境中の悪影響を指すのか、或いはそう

した物質の排出それ自体を指すのか解釈が分かれ

fこ町。

前者の解釈は、イギリスなどアングロサクソン

諸国が支持し、規制ア プローチとして「環境質目

標（Environmental Quality Objective : EQO）」

を主張した。環境質目標とは、海洋環境中の物質

の存在を測定し、海洋が受容しうる排出活動のレ

ベルを設定するというもので、基本的に海洋環境

の状態の科学的モニタリングに依存した規制手段

である九 このような環境質目標の主張は、環境

容量の存在に大きく依拠していた。最も熱心な支

持国であったイギ リ スの沿岸は、 潮流の関係で排

出物質が分散しやすいという地理的状況に恵まれ

ており、海洋への廃棄が自国の最善の処理手段 と

して考えられていた。 こうしたイギリ スの規制理

念の根底においては、この海洋の環境容量を可能

な限り利用することで最大限の経済的利益を獲得

し、 汚染規制コス トの最小限化を図るという経済

的考慮が強く作用していた。つまりこうした環境

質目標に基づく規制アプロ ーチは、 いわば「最大

許容汚染量（maximum permissible contamiｭ

nation）」却の確定を図るものであり、その意味で

経済 ・ 産業活動による利益の最大化が志向されて

いた。そして、汚染の科学的根拠、すなわち環境

容量をこえた有害物質の排出が行われているとい

う科学的根拠があるときに限って、そうした経済

活動に由来する有害物質の排出に対する制約が正

当化されるというのがイギリスの立場であったへ

ここでい う科学的根拠とは、 厳密にいえば、既に

発生した汚染と有害物質の聞の因果関係の確然的

な証明、及び、有害物質の排出による将来的な汚

染の発生を確然的に示す科学的証明を意味すると

いえよう九有害物質の排出活動に対する制約を

主張する側は、こう した科学的根拠を提示せねば

ならなし、。これが、環境容量アプローチと呼ばれ

る汚染規制原理の特質である九

このような規制原理は、条約規定の解釈上も許
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容される余地があった。例えば前述の汚染防止の

一般的義務を規定する第 l 条についても、

” resulting in”という文言が使用されていること

から、特定の物質の排出が有害な影響をもたらす

ことは証明可能な科学的確実性により示されねば

ならないとする見解は多いへ こうした解釈によ

れば、特定の物質の排出によって生 じるであろう

未証明の潜在的（potential) な悪影響やその可能

性 (likelihood） だけでは、 国際法上防止さるべ

き「汚染」には該当 しないことになる九 また第 4

条 4項は、リストに挙げ られていない物質の将来

的な規制に関して定めているが、その条件として、

「当該物質により海域に深刻！な危険がもたらされ

うることが科学的証拠により確定され、緊急の行

動が必要な場合」であることを規定していた。

他方西ドイツをはじめとする大陸諸国が主張し

ていたのが、「一律排出基準 （Uniform Emission 

Standards: UES）」の採用であ っ た。 排出基準は

発生源から環境に流入する排水等における物質の

濃度を設定するという規制手段であ っ て、技術的

な削減可能性を考慮、 しなが らそれを全締約国に一

律に課そうというものである．その根拠としては、

排出をより直接的に削減することによる汚染防止

効果のほか、 最新技術に基つ、いた基準設定を行い

うること、 一律の適用により各国の競争条件の歪

みをもた ら さない点などが主張された品。地理的

状況という要素一つをと ってみても、 大陸側の北

海南部は水深が浅く、また潮流の関係で特に東沿

岸部に汚染物質が蓄積する傾向があり、イギリス

近海のように廃棄物の分散作用に依存することは

困難であり、汚染への問題意識がより発達してい

た。そうしたなかでも西 ドイツは、海洋の汚染は

むしろ最小限でなければならず、 発生源で環境負

荷を削減すべきであるとする規制の指針を有 して

おり、イギリスの立場とは鋭く対立 していたので

ある九 つまり、海洋環境中の悪影響の発生さえ

防止されればいいという解釈か ら最大汚染許容量

の確定を志向するのではなく、物質の排出それ自

体を発生源でいかに防止するかに規制の主眼を置

こうとしたのである。

80年代に入っても、これ らのいずれを国際規制

の共通アプローチとするかノf リ 委員会は決定する

ことはできなかった九その結果、各国が適切と

判断するアプローチを選択することが引き続き許

容されることとなり、共通の汚染防止戦略に合意

することができなかったのであるへつまり汚染

防止の一般的義務の履行については、各国に広範

な国家裁量が残されたのであったヘ 各国家当局

による許可制に委ねられていた「オスロ条約」に

よる海洋投棄規制に関しでも、ブラックリスト上

の物質について完全に投棄が禁止されていた点を

除けば（第 5条）、同様に科学的不確実性の状況に

おいて投棄活動を制約しないことは許容されてお

りへ特にイギリスはあらゆる種類の海洋投棄に

従事し、環境容量の存在に基づく環境質目標によ

る規制と実効的なモニタリングによる汚染防止の

立場をとった＂a 例えば 1985 年に「オスロ条約」

体制下の科学的機関がチタン二酸化物の海洋投棄

の停止を勧告したのをうけて、イギリスは「それ

を支持ずる確かな（sound〕科学的証拠がないの

にそうした措置をとることは基本原則に反するだ

ろう」との見解を表明していたのであった九

以上のように、環境容量アプローチと呼ばれる

規制アプローチの出発点は、環境容量の存在を根

拠に、海洋への有害物質の排出活動はそれ 自体基

本的に正当化されるという点にある。 そして、 環

境容量の大きさを科学的に確定することが可能で

あることを前提としており、 当該活動が海洋汚染

をもたらすことの科学的証拠の存在が、そうした

排出活動を制約する事前防止行動の前提として要

求される。このような意味において、同ア プロー

チは基本的に環境容量を可能な限り利用すること

を志向するものであり、いわば環境負荷の「最大

許容量」の確定を図るものと特徴つ‘けることがで

きる。たしかにこうした規制アプローチの考え方

には一定の合理性を認めることができるが、それ

が実効的な汚染防止規制として機能するためには、

科学的知見の整備が不可欠であることは容易に理

解されよう。しかし、北海の環境状態や汚染に関

する科学的研究・調査に関する国際協力の作業 は

遅々としており、この点は国際規制の機能不全の

大きな要因となっていたのである泊。 環境容量の

科学的確定が困難であるとの認識に立脚する

V orsorgeprinzi p は、こうした状況を背景に提唱
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されたものであり、その意義はこの環境容量アプ

ロ ーチの否定という点に見出すことができるので

ある。

第4節環境容量アプローチと「予防」
概念

それでは、いかなる意味において環境容量アプ

ローチを否定するものであるといえるのか、「予

防」を基本原則とする北海閣僚会議で合意された

具体的な汚染規制の方向を参照しながら、ここで

より詳しく分析してみたいと思う。

まず明らかなことは、排出活動と海洋環境への

悪影響の聞の因果関係に関する確然的な科学的証

拠はもはや事前防止行動の前提とされず、環境負

荷の流入それ自体の削減が志向される、とい う点

である。例えばプレー メン会議では、陸上起因の

有害物質による汚染に関して、「知見の状態が不

卜分な場合、汚染物質の発生源での厳格な排出制

限が、安全のために、諜せられるべきである。」

（「プレーメン宣言」パラ C9）と規定された。陸

上起因汚染に関しては、特に「利用可能な最善の

技術（Best Available T巴chnology; BAT）」

基準の採用が主要な規制手段として降立するよう

になる。 1989年に採択されたパリ委員会の勧告に

よれば、 BAT とは、 「排出を制限する特定の措置

への実践上の適切性（practical suitability）を示

す、生産工程、施設、操業の手段に関する（技術

的）発展の最新の段階（the latest stage of 

development）」として定義されるものでありへ

発生源で排出自体をできる限り回避する方向で規

制が進められるようになっていた。

また北海閣僚会議での合意に従い、 洋上焼却の

禁止を定めた 1990年のオスロ委員会の決定に付さ

れた注釈は、「この決定は、海洋における焼却の

潜在的な問題性（potential implication）に関し

て表明された懸念（concern）を考慮したもので

あって、有害な影響が観察されたとの証拠に基づ

くものではない。J ことを明らかにしている品。つ

まり、科学的に確然、的に証明されるに至っていな

いような潜在的な危険に対しても、 国際的な規制

の必要が表明されるようになっており、当該活動

の禁止に至ったのである。

さらに海洋投棄に関しては、陸上での代替手段

がなく、そして権限ある国際組織に当該物質が海

洋環境に危険をもたらさないことを事前に証明で

きる場合を例外として、海洋投棄の全面禁止に向

けた合意が示されるようになっていた（「ロンド

ン宣言」パラグラフ 21.b）。この合意を受けて、

オスロ委員会は 1989 年に産業廃棄物の海洋投棄の

削減と停止に関する決定を採択した九 同決定の

パラグラフ 1 は、「北海における産業廃棄物の投棄

は 1989年 12 月 31 日までに、また条約のその他の

海域については 1995 年 12 月 31 日までに、 停止さ

れる。ただし自然起源の不活性物質（inert

materials）、及び産業廃棄物のうち陸上での代替

手段がなく 、また海洋環境に無害であることが、

事前証明手続（Prior Justification Procedure; 

PJP） により（オスロ〉委員会に示す ことがで き

るものは除く 。」と規定し、産業廃棄物の投棄に

限定されるものの、事前証明手続を正式に採用し

た。こうした手続が導入されることにより、投棄

を行う側が陸上代替措置の欠如と活動の無筈性を

事前に立証せねばならないこ とになる のであり

（立証責任の転換）、投棄活動への制約はその有害

な影響の科学的根拠に基づくべきとする環境容量

アプローチとは、その規制の在り方につきいわば

180 度の転換がなされている。

こうして確然的な科学的証拠を規制措置の前提

とする環境容量アプローチは、もはや許容されな

い方向が明らかになりつつあった。ロンドン会議

においても、イギリスは事前防止行動をとる前に

科学的作業を促進してまず科学的証明を確立すべ

きであると主張したのに対し、ほとんどの国家は

こうした科学的作業と並行して早期に事前防止行

動をとることを主張し、 結局具体的な排出削減措

置が合意されることとなったる70 そうした積極的

な排出規制の指針となったのが、こ の「予防」 概

念だ っ たのである。

ただし「予防」の要求は、科学的な議論に全く

依拠しないわけではない。前に引用した「ロンド

ン宣言」バラグラフ 16 . 1 が、 「特定の損害や有害

な影響が発生するおそれがあるとみなす理由」の

存在を要件に挙げていたように、因果関係につ い

て科学的証拠が求められないといっても、損害発
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生のおそれに関しては少なくともなんらかの科学

的データ ・ 調査に基づいた合理的根拠が必要であっ

て、少なくとも単なる「推測（speculation）」に

基づく事前防止措置は正当化されないことが示さ

れているものと考えられるヘ 例えば、海洋投棄

に関する事前証明手続にしても、ある締約国によ

る委員会への投棄許可の申出に対する反対の申出

は 「科学的議論（scientific argument）」によ っ

て支持されるものであるべきことが定められてお

り 59、投棄に反対する国家にしても一定の合理的

根拠は要求されるのである。ロンドン会議の準備

段階においても、”Scientific T巴chnical Working 

Group (STWG）”が設立され、追加的規制の必要

性に関する議論の土台となる科学的評価をまとめ

あげる役割を与えられていたへこうした科学的

見解が、 実質的に様々な予防的措置の決定を支え

ているのであって、そうした科学的作業をまった

く無視して闇雲に排出制限の決定が求められるわ

けでは当然ないのであるヘもっともこうした合

理的根拠に関する文言上の表現だけをとっても、

「みなす理由」、「科学的議論」、「懸念」、「科学的

な推定（scientifically based presumption）」な

ど一様ではないことは確かである。

また「予防」の指針が採用されることで、汚染

規制における海洋環境の水質評価それ自体の意義

が失われたということではなし、。例えば陸上起因

汚染における BAT基準による規制は、もはや排

出活動と悪影響の因果関係の確然的な証明を前提

としない、とい う意味では環境容量アプロ ーチと

は異なるが、 実効的な環境保護を図るには一定の

環境質の評価自体は当然不可欠である。「ロンド

ン宣言」ノfラグラフ 15 は、「排出基準及び環境質

目標に基づくアプローチを、同時に或いは補完的

に、組み合わせることにより、有害物質に関する

より予防的なア プローチが設定されるであろうこ

と認める。」 と規定 している。ただ しこの規定の

意義は、環境質目標にのみに基づいた汚染規制の

採用を明確に否定し、排出活動それ自体に国際的

な規制を及ぼすことを明らかにしている点にある

というべきであるヘ つまり水質評価自体の意義

は失われないが、その機能の重点は、もはや規制

の前提となる環境容量の確定や、排出と有害な影

響の聞の因果関係の確定よりも、海洋環境の現状

と排出削減措置の実効性の評価に移行することに

なる。

こうした一定の合理的根拠の要求、或いは水質

評価の問題は、環境容量アプローチと「予防」の

明確な区別を困難にしうる要素であることは確か

である。しかし前述したように、「予防」の指針

は北海汚染の国際規制の方向性に一定の転換をも

たらし、環境負荷の海洋への流入それ自体をいか

に回避するかに国際規制の重点が移行するように

なった。その結果少なくとも、環境容量の存在を

根拠に、悪影響の科学的証拠がない限り有害物質

の排出が当然に許容されるとの主張は困難となり

つつあった。このような点を考慮したうえで、

「予防」が科学的不確実性の要素と関連付けられ

たことの意義は、環境容量アプロ ーチの否定にあっ

たということができるのである。

第5節 小括

本章では、「予防」概念が提唱されるにいたっ

た歴史的背景に検討を加えることで、同概念が科

学的不確実性の要素と結び付けられていることの

意味を分析し、その結果それが環境容量アプ ロ ー

チの否定に見出せることを明らかにした。イギリ

スの支持した環境容量アプロ ーチと、西ドイツの

提唱した Vorsorgeprinzi p は、環境容量の科学的

確定に依存するか、或いはそこに限界をみるかで

規制の立脚点が異なる。その結果各々の汚染防止

規制の焦点は、前者では有害物質の排出活動の結

果である環境中の悪影響におかれ、後者では排出

活動それ自体に置かれることになる。しかし前者

はその規制の性格上環境中の科学的モニタリング

に依存する ことになるが、そうした科学的作業は

なかなか進展しないというのが現状であった。西

ドイツ政府がイニシアティブをとった北海閣僚会

議においては、後者が基本原則として支持を得る

ようになり、「予防（precaution）」の原則が確立

する。それは、排出活動と悪影響の聞の科学的証

明の確立していない潜在的な悪影響の回避を要求

するものであり、環境負荷の海洋への流入それ自

体を積極的に削減することを志向するものであっ

た。
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もっともそれ以上の 「予防」概念の内容に関し

ては、必ずしも明白とはいえない。前述した合理

的根拠の要求の問題の他にも、例えば「予防」の

対象に して も、 「持続性・ 毒性 ・ 生物濃縮性」を

有する物質の排出が規定されることが多いが、活

動自体の全面禁止の方向に進んだ海洋投棄 ・ 洋上

焼却分野に顕著であるように、対象がそうした物

質に必ずしも限定されているとはいえない。さら

に環境負荷の最小限化という指針は排出活動それ

自体を制約するものであるが、その具体的態様は

一様ではなく、海洋投棄・洋上焼却の分野におい

ては原則禁止という厳格な方向で具体化されてい

る。こうした点は、「予防」の要求が広範な規範

的射程を有しうると認識させるに十分な根拠を与

えるものであり、「予防」概念の不明確性を強調

し、その法的性格を否定するリオ会議以前の学説

に少なからず影響を与えている面は否定できない

だろう。

このように「予防」概念が、潜在的に広範な規

範的射程を有する基礎には、その根底にある環境

理念、の性格が関わっているように思われる 。 しか

し次章ではその問題に検討を加える前に、この

「予防」概念を基本原則としてその後成立した「O

SPAR条約」体制に分析を加えることで、同概念

の法的意義を詳しく検討していくこととしたし、。

第 3章 「OSPAR 条約」における

予防原則の法的意義

第 1 節 「OSPAR条約」と汚染防止義務
・予防原則

「OSPAR条約」は 「オスロ条約」と「ノマリ条約J

を改正 ・ 統合する形で、 1992 年に締結された（発

効は 1998年）。もともと両条約は、 適用海域も同

ーであり、共通の事務局を持つなど密接な関係に

あったが、北海会議や両委員会の作業の成果を受

けて、その内容の改正の必要性が認識された。中

でも予防原則の実定規則化は、かかる改正の主要

な目的であった九

海洋汚染の防止義務並びに予防原則は、いず

れも一般的義務を定めた第 2条に規定された。同

条 1項 a は、従来のパリ ・オ スロ条約と同様に、

汚染の防止 ・ 排除のために可能な全ての手段をと

る締約国の一般的義務を定める。ただし事前防止

の対象となる汚染概念については、前述の「パリ

条約」における汚染定義とは異なり、「もたらす

おそれのある (is likely to result）」との文言が

加えられている（第 1条 4項）。この文言の変化に

対しては、確然的な科学的証明に基づかない潜在

的な海洋環境への危険も、事前防止の対象となり

うることを明確にしたという意義が指摘されてい

る刷。

予防原則の適用を締約国に義務つ、けたのは、 続

く 2項 aである。同規定によれば、「（予防原則）

により、その排出 (input）と影響の聞の因果関

係の決定的な証拠（conclusive evidence）がない

場合であっても、海洋環境に直接的或いは間接的

に持ち込まれた物質 ・エ ネルギーが、 人間の健康

に対する危害、生物資源や海洋生態系への害、ア

メニティへの損害、海洋の他の正当な利用の障害

をもたらしうる（may bring about）との懸念に

ついて合理的な根拠（reasonable grounds for 

concern）が存在するならば、事前防止措置がと

られねばならない。」とされている。ここで示さ

れている悪影響の内容が、汚染の定義の内容と一

致することからも明らかなように、予防原則は海

洋汚染の事前防止を要求するものである。しかし

汚染の防止自体は、既に従来から国家の義務であっ

たことは前述の通りである。それでは予防原則の

導入は、従前の国家の汚染防止義務にいかなる変

容をもたら したのであろうか。

この汚染防止義務の履行においては、まず①そ

うした悪影響をもたらす防止されるべき危険が特

定され、そのうえで②具体的な防止措置が採用さ

れることになる。またこうした義務の履行におい

ては、③国家の経済的・社会的能力が考慮される

余地がある。以下においては、この 3 つの観点か

ら「OSPAR条約」体制に検討を加え、予防原則

の法的意義の分析を行うこととする。

第2節 「予防」の対象となる危険

環境に対する損害の発生を未然に防止するため

には、そうした損害を発生させる「危険（risk）」
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を回避・削減する必要がある。危険概念、は、単に

そうした損害が発生する蓋然性（probability）の

要素のみならず、おこりうる損害の規模

(magnitude）の要素をも内包する概念である日。

このおこりうる損害の規模の要素につき、学説

上環境損害防止義務については、「深刻な

(serious) J師、「重大な （significant）」67、「実質的

な（substantial) 」68 或いは「相当な（appreciable)

」69 損害を防止する義務である等と指摘されている。

たしかに今日では国際慣習法であるとの理解70が

有力な「ストックホルム人間環境宣言」第 2 1 原則

においては、防止されるべき損害の基準は明文化

されていない71。この第 21 原則については、国家

の管理の対象 となる 環境損害は、「 i深刻な

(serious）」或いは「重大な（significant）」な損

害に限定されないとの解釈もあるが72、あらゆる

損害を防止する義務は活動国の国家主権に過度の

制約を課すものであって、国家実行上も否定され

てきたというべきである九「ス トックホルム人間

環境宣言」と同じ 1972 年に採択された、環境分野

における国家協力についての国連決議が、「自国

天然資源の開発において、 国家は自国管轄権外に

重大な（significant）損害をもたらしてはな らな

し、」としていることに鑑みても、や lまり 第 21 原則

も少なくとも「重大な」越境環境損害が発生しな

いよう ji'{ji保することを求めているというべきであ

る刊

したがつて条文上は明らかで、 はないものの、

「OSPAR条約」において防止が義務づ、けられてい

る海洋汚染は、少なくとも一定の重大性を有する

環境損害を意味しているといえよう。また予防原

則を規定する第 2条 2項の文言から判断すると 、

重大な損害のなかでもより深刻度の高い損害のお

それのみが、特に従来の汚染防止義務と区別され

て「予防」の対象となるわるわけではない。つま

りおこりうる損害の規模という要素に関しては、

従前の汚染「防止J 義務の対象となる危険と「予

防」の対象となる危険が、特に明確に区別されて

いるわけではないものと考えられる。

一方、予防原則が基本原則として採用されるこ

とにより、国家は予見可能性の程度が低くても汚

染防止が義務づけられるのであり、必ずしも科学

的に証明されていない潜在的な汚染の危険性に配

慮が求められることになる。環境容量アプロ ー チ

が許容されていたことからもわかるように、従来

の条約体制においては危険の特定の際に広範な国

家裁量が認められており、悪影響に関する科学的

確実性の欠如が防止行動をとらない理由として主

張される余地があった九 特にリスト外の物質に

ついては、「深刻な危険がもたらされうることが

科学的証拠により確定され」ない限り国際規制の

対象とならないことが明らかにされていた（「パ

リ条約」第4条 4項）。しかし「OSPAR 条約」は、

「排出と影響の聞の因果関係の決定的な証拠がな

い場合であ っても」、 その悪影響を「懸念する合

理的な根拠」 があれば国家に防止措置の採用を義

務づけている。もっともこうして低下した蓋然性

の基準の一義的な確定は困難であり、やは り「合

理的な根拠」という文言についても予防原則の定

義にきわめて主観的な要素が導入されたとの指摘

がなされていることはたしかである 76。 しかし「O

SPAR条約」体制においては、防止されるべき危

険特定の指針を定めるとともに、危険特定の手続

を制度化することで、危険の一定の客観化が図ら

れている。

前述の『北海の環境問題』に示されているよう

に、 予防原則が提唱される背景には科学的知見の

限界の認識があったわけだが、それに伴い、従来

比較的「持続性・ 毒性 ・ 生物濃縮性」が弱いとさ

れてきたグレイリスト上の物質の規制強化の必要

性が認識されるようになりヘ「OSPAR 条約」で

は従来のブラックリストとグレイリストの区別が

撤廃されている。さらに従来のリスト方式は特定

の物質の危険性を明らかにするが、リストに掲載

されないことは直ちにその物質の排出に汚染の危

険性がないことを意味するものではない。 とりわ

け未知の物質の排出行為が海洋に損害を与えうる

ことへの懸念は、 1993年に北海汚染に関する科学

的機関 North Sea Task Force の作成した

Quality Status Report においても指摘されたと

ころである 780 「OSPAR条約」体制においては、

基本的に有害な物質は一律の規制措置に服するこ

とになり、将来的な規制対象物質の範囲について

もより明確な指針が与えられることとな っ た。例
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えば陸上 ・ 沖合起因汚染に関する「OSPAR条約」

の付録H は、規制における優先順位の確定等に利

用するクリテリアと して「持続性 ・ 毒性 ・ 生物濃

縮性」の他合わせて 12 の項目を規定し、規制物質

として従来のブラック ・ グ レイリスト 上の物質、

栄養物、放射性物質を一括して例示している。こ

れらのクリテ リアは防止されるべき危険の特定の

指針としての意味があり、その指針に基づいて将

来的に規制さ れる物質の確定も予定されているの

である。また海洋投棄に関しては、 後述するよ う

に「逆リスト方式」が採用された結果 （Annex

H 第 3条） 79、リス トに掲載されなかった物質の海

洋投棄はアプリオリに防止されるべき危険を創出

するもの と さ れており、その特定がより徹底 した

ものとなっている。

また危険特定のための手続制度として、~！Jえば

越境汚染に関する事前協議義務（第 2 1 条）、環境

影響評価曲といった協力手続を通じて一定の国家

間でその特定化の作業が予定されている。それの

みならず、 条約体制下における海洋環境の水質評

価（第 7条）、科学的調査・研究（第8条）の成果、

或いは各国からの報告（第 22 条） 、 をふまえた条

約委員会における勧告 ・ 決定（第 10 条、第 13 条）

の採択による危険特定の作業が、条約体制におい

て制度化されている点が重要である。

このような指針や手続制度は、 危険特定に関わ

る主観的判断を一定程度排除するものである。そ

して少なくとも明確であることは、 予防原則が採

用されることにより、「排出と影響の聞の因果関

係の決定的な証明」の欠如を根拠に、 防止される

べき危険は存在しないとする国家の主張は、もは

や許容されないという点である。その意味におい

て、従来許容されていた危険の特定に関わる国家

裁量に、 一定の制約が認められるのである。

第3節予防的措置の性格

こうして防止されるべき危険の特定がなされる

と 、 次にその危険を削減する具体的措置が採用さ

れることになる。旧条約体制においては、 リスト

方式に基づく 一般的義務以上に具体的な防止措置

の決定に関しては、国家に大幅な裁量が認められ

ていた。環境容量アプローチにしても基本的に指

標となる水質を定めるにすぎず、 具体的にいかに

汚染を防止するか特定するものではなか ったので

ある。

これに対して「OSPAR条約J 体制においては、

採用されるべき予防的措置の内容が汚染形態別に

一律に特定され、 汚染防止の手段を確定する国家

裁量の余地にも一定の制約が加え られるようになっ

ている。それぞれの汚染形態の特質を反映してこ

れらの予防的措置の直接的な態様は異なるが、こ

うした規制措置の性格は、基本的に北海閣僚会議

で既に示されていた方向性を実定規則化したも の

であり、環境容量アプロ ーチを否定する「予防」
の指針に沿うものである。すなわち、海洋の有す

る環境容量の存在とその科学的確定に専ら依存す

ることなく、 有害物質の排出活動それ自体に積極

的な規制を及ぼすことで、海洋への環境負荷の回

避と最小限化を継続的に図るという理念をそ の根

底において共有しており、予防原則はそうした内

容の特別義務を正当化するものであるヘその結

果少なくとも国家は、 条約委員会で確定される指

針や基準を指標として、潜在的な危険への配慮、と

その実質的な削減のための継続的な努力を関連諸

国に示すことが、汚染防止義務を尽くしたと主張

するための不可避の要素となっているのである。

例えば海洋投棄に関しては、従来のリスト方式

と は逆に例外的に海洋投棄が許容される物質をリ

スト化する「逆リスト方式J が採用され（Annex

H 第 3条）、後諜物、 自然起源の不活性物質、下

水汚泥 (1998年 12 月 3 1 日まで）、水産加工から生

じる魚のごみ、船・航空機（2004 年 12 月 31 日 ま

で）を除いて海洋投棄は原則として禁止されるこ

ととなったが、このように例外的に許容された物

質の投棄についても、 それが伴う汚染の潜在的危

険への配慮とその削減への努力が要求されており、

リストにあることで当然にその投棄が許容される

わけではない。それらの海洋投棄については、 関

連当局による承認或いは規制のもとで実施されね

ばならないのであり（第4条 1 項 a） 、 こうした承

認 ・ 規制については、 委員会で採択された判断基

準 ・ ヵーイドライン ・ 手続に従うものでなくてはな

らず、委員会はそうした判断基準 ・ ガイ ド ライン ・

手続を採択する義務を負っている （第 4 条 l 項 b、
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第 6条）。さらに締約国は、投棄された廃棄物の性

質 ・ 量、日付、場所、投棄方法について、 委員会

に報告する義務を負っている（第4条 3項）。

また放射性廃棄物の海洋投棄の禁止に関しても、

例外として放射性廃棄物処理に海洋投棄の手段を

確保することを望んでいたイギリス ・ フランスに

は 15 年の猶予が与えられていたが（Annex E 第

3条 3項）、例外を与えられたこれらの国にしても、

1997 年の委員会会合において陸上代替処理の模索

のために行った手段について報告する義務を負う

ほか（同項 b） 、 1999 年以後定期的に召集される

委員会会合に対しでも、 陸上代替処理の確立の進

歩状況、並びに投棄の無害性を示す科学的研究に

関して報告の義務を負った（同項 c）。つまり、前

述した事前証明手続と同質の立証責任の転換が予

定されていたのである。結局 1998年に、両国は全

面禁止にしたがうことが決定された回。

このように、例外規定や逆リスト方式の採用に

より例外的に許容される海洋投棄に関 しても国際

的な管理が及ぶよ うになっている。一般に、海洋

投棄に関しては公海に限らずあらゆる海域につい

て関連国に一定の妥当な考慮を払うことが義務づ

けられているのだが、単純に規定上例外が認めら

れているとか、逆リストに掲載されているという

形式的根拠のみでは、そうした妥当な考慮を払う

義務をつくしたと主張することはもはや困難となっ

ているへこの点は、海洋投棄汚染の防止 ・ 除去

のために「全ての可能な措置をとる」を定めた

「OSPAR条約」第4条の義務に関しでも妥当する。

つまり、例外的に投棄が許容される場合にあって

も、陸上代替措置の模索、無害性の証明、投棄方

法等の考慮など、継続的に危険の回避 ・ 最小限化

の努力を条約委員会に示す必要がある。

海洋投棄と比較してより柔軟な規制措置が規定

されている陸上起因汚染に関しても、有害物質の

排出活動に直接的に規制を及ほすことで、 継続的

な危険の回避 ・ 最小限化の努力が締約国に求めら

れるようになっている。 Annex I 第 1 条 l項によ

れば、汚染の防止 ・ 除去のための計画 ・ 措置を採

用する際に、固定発生源（point sources）には

BATs (Best Available Techniques〕を、固定発

生源及び拡散した発生源（diffuse sources戸には

BEP (Best Environmental Practice）を利用す

るものとし、適切ならばクリーンな技術の利用を

含むことが規定された九 BATs は、前述の BAT

とほぼ同義であると いってよいへ 一方 BEP は、

「環境に関する管理措置と戦略の最も適当な組み

合わせの採用」として定義される概念で、 産業活

動のみならず全般的なライフスタイルの在り方に

も関わる次元で、海洋環境へ負荷をできるだけ削

減することを目的とした内容となっているヘ BA

Ts·BEP基準に関しては、条約委員会によ り具

体的内容の特定化が図られるほか、排出削減が不

十分な場合についても、追加措置の採用や基準の

再決定（BEP のみ）がなされることが規定されて

いる。

もっともこうした BATs ・ BEP基準の内容は必

ずしも確定的ではなく、国家裁量の余地は少なか

らず認められる。このように海洋投棄 ・ 洋上焼却

規制に比べてより柔軟な内容の規制措置が規定さ

れている背景には、陸上起因汚染が各国領域内に

おける重要な産業経済活動と分かち難く結ひ。つい

ているという事情があ るへそのため陸上起因汚

染規制に関しては、経済的考慮の余地がより広く

認められているのである。だが、その確定に関す

る国家裁量が無制約でないこともたしかであり、

実際ノマリ委員会は両基準に関して産業セクターや

物質毎にその特定を進め、いくつかの勧告を採択

している曲。 こうした勧告は法的拘束力をもたな

いという限界を有するが、 BETs • BEP 基準の具

体的適用において一応の指標を示すものである。

そして国家が両基準の確定に無制約の裁量を有

しないことは、以下の野心的な規制目標の表明か

らもうかがうことができる。 1995年にデンマ ー ク

のエスヒャウで開催された第 4 回北海閣僚会議に

おいて採択された 「エ スビャウ宣言」における有

害物質による汚染防止に関するパラグラフ 17 は、

国際規制の目標が「持続的で健全で健康な

(sustainable, sound, healthy) J 北海生態系を確

保することであることに合意し、予防原則がこの

目標達成のための指導原則であるとしたうえで、

「このことが示唆することは、 有害物質の排出 ・

流失の継続的な削減による北海汚染の防止行動は、

1 出代（25 年）のうちにそれらを停止させるとい
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う目標に向かつて進められるということであり、

それは、自然に発生する物質に関しては環境中の

濃度をパックグラウン ドバ リューに接近させ、人

工の合成物質に関しては濃度をゼロに接近させる

という究極的な目的をともなう」としているへ

こうした野心的な規制目標の達成が現実的である

かは別にしてもヘ BATs • BEP 基準の利用はこ

のような生態系保護の目標とリ ンクされているの

であり 、 両基準の採用に基づく規制が汚染の危険

の最小限化、そ して究極的には有害物質排出の停

止を志向していることは明 らかである。つまり 、

両基準の確定に経済的考慮等の主観的判断の余地

があると しても、それは継続的な改善と審査92 に

服するものであり、この究極目標を志向するもの

でなくてはならないとの指針が表明されるよう に

なっているのである。

こうして陸上起因汚染に関しても、海洋生態系

への負荷の回避 ・ 最小眼化を志向する「予防J の

理念と明確に結び付けられることにより、 BATs • 

BEP基準に基づく規制が全くの国家の自由裁量に

基づくものではないことが諸国に認識されている

ことがわかる。 「OSPAR条約J 体制は、 陸上起因

汚染の特質に鑑みて経済的考慮を許容する柔軟な

規制手段をその根幹としながら、条約体制下での

継続的な改善と審査によって危険の回避 ・ 最小限

化を図ろうとしているのである。したがって、少

なくとも条約委員会の特定する基準を指標とした

発生源での削減の実質的な努力を関連諸国に示さ

ねば、 汚染防止の「全ての可能な措置」 の採用を

要求する一般的義務をつくしたと主張することは、

もはや困難である というべきであろう。

第4節国家の能力の考慮

最後に、国家能力の考慮の問題に関して検討を

加える。第 2条 2項 aの文言から明らかなように 、

「OSPAR条約」の予防原則の規定においては こ の

要素は明らかではなく 、北海閣僚会議の議論にお

いてもこの要素が「予防」概念と直接的に関連付

けられることはなかった。しかし「OSPAR条約」

における汚染防止の一般的義務（第 2 条 l 項 a)

の規定が、 「全ての可能な措置をとる」という文

言になっていることか らも明らかなように 、 汚染

防止義務の履行に際して国家の経済的 ・ 技術的能

力が考慮される余地は認められるのである目。

だが具体的な規制の内容をみてみると、海洋投

棄 ・ 洋上焼却については活動自体が原則として禁

止されており、そうした能力が考慮される余地は

かなり限定されている。 一方陸上起因汚染に関し

ては、 BATs • BEP基準の適用に際してこ う した

能力が考慮される余地があるが、西ヨーロッ パに

おける BAT S 基準は世界市場の最も進んだ基準

を意味するという解釈も主張されているよ うに刷、

ヨーロ ッパ先進諸国で構成された北海沿岸と い う

地域性が、 一律の規制を比較的容易とする土壊を

提供していることは少なくとも確かである。

だがこ の点は、よ り広く 北東大西洋の文脈でみ

るとやや事情が異なる。 これまで見てきたように、

予防原則の提唱も含めて「OSPAR条約」体制下

の国際規制の発展は北海諸国が リ ー ドしてきたわ

けだが、 北海ほど汚染が進行してお らず経済的状

況も異なるポルトカ

沿岸諸国は、もともと汚染防止義務の厳格化に消

極的であった。「OSPAR条約」体制においては、

こ う した地域性の問題をクリ アする必要があった

のである。このような事情を背景に導入されたの

が、 「地 域性の原 則 (principle of 

regionalization）」である。ノf リ ・オ スロ両委員

会は既に 1988年に手続き上のアレンジメントとし

て同原則を採用しており、締約国は基本的に共通

の目標を有する一方で、 異なる海域部分では地域

性を反映して異なる方式と異なるタイムテ ー ブノレ

での目標の達成が許容されることとしていた。そ

の結果、例えばポルトガノレ・スペインは委員会の

決定に関して北海諸国よりも遅い達成期限で履行

することが許されることとなった目。「OSPAR 条

約」では第 24 条において、「条約のカバーする様々

な地域（region, subregion）における生態学的 ・

経済的条件の差異を考慮 し、 委員会は採択する決

定 ・ 勧告を全ての海域に適用するか、 或い は一部

の海域に適用するかを決定す る こと ができ 、 また

適用される異なるタイムテ ー フルを与えることが

できる。」と規定さ れている。ただしこのように

地域性の配慮が盛り込まれているが、 予防原則の

採用自体は全ての条約当事国の義務であることに
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変わり はなし、。そうした具体的な差異化はあくま

で目標の達成方式や時間的期限という特定の事項

に関わるのであって、予防原則に基つ‘き海洋生態

系に対する環境負荷の回避 ・ 最小限化を図るとい

う規制目標を共有していることに、少なくとも変

わりはない点が重要である九

第5節小括

旧条約体制における国家の汚染防止義務は、そ

の履行に際し広範な国家裁量の余地を含んでいた

のに対して、環境容量アプローチの否定をその本

質とする「予防」を基本原則として実定化した

「OSPAR条約」 体制においては、以下の点でそう

した国家裁量に対する一定の制約を認めることが

できる。

第 l に、国家は予見可能性の程度が低くても汚

染防止が義務つけられる。この危険の特定に関し

ては、 そのための指針や手続が条約体制下で制度

化されているが、少なくとも国家は、「排出と影

響の間の因果関係の決定的な証明」の欠如を根拠

に汚染防止措置をとらないと主張することはもは

や許容されないのであり 、 その意味で危険特定に

関わる国家裁量に一定の制約が加えられることに

なる。これは、いわば予防原則の消極的意義とも

いうべきものである。

第 2 に予防原則は、排出活動自体に直接的に国

際、規制を加えることで、海洋環境に対する環境負

荷の回避 ・ 最小限化を図るという条約体制の指針

を明らかにする。このことにより、まずそうした

理念を具体的に実現する活動の禁止措置、逆リス

ト方式、立証責任の転換、 BATs ・ BEP 基準の採

用といった特別義務に法的な基礎を与え、採用す

るべき防止措置の性質に一定の指針を与えている。

そして汚染防止義務を尽くしたと主張するために

は、そうした手続や基準に基づいて危険削減の継

続的な努力を関連諸国に示さねばならなし、。 また

かかる規制理念は、経済的利益や国家の能力を考

慮した具体的な防止措置と、（有害物質の掛｜徐に

よる）海洋生態系の維持という国際規制の目標と

のリンクを明確にし、 防止義務の一定の柔軟性を

維持しながらも、そうした能力等の考慮から防止

義務が形骸化する危険性に対していわは‘安全弁と

しての意義を有している。このように海洋汚染の

潜在的危険の回避 ・ 最小限化という継続的な指針

を条約体制に与えることで、汚染防止義務の具体

的な履行の態様やその解釈に関わる国家裁量に一

定の制約を加えていることは、予防原則の積極的

意義として評価できるのである。

以上のような意味において、「OSPAR条約」に

おいて実定化された予防原則には、従前の海洋汚

染防止義務の厳格化の意義を見出すことができる

のである。初期の論者が危慎したような「予防」

概念が、このように北海諸国によって提唱 ・ 支持

され、その後こうした意義を有する実定法の原則

として確立するに至った根底には、北海沿岸とい

う地域性が少なからず関わっているように思われ

る。最後に、 予防原則の基礎にある共通利益 ・ 環

境理念の性格に検討を加えながら、この点を分析

していくこととしよう。

第 5章海洋生態系の「保存
(preserve）」と「予防」

第 1 節経済功利主義（economic
utilitarianism）と保存主義
(preservationism) 

第 2 主主で詳しく検討したように 、 環境容量アプ

ローチは環境容量の存在を根拠に海洋を有害物質 ・

廃棄物処理の場として基本的に位置つけ、 悪影響

との因果関係の確然的な証明がある場合に限って

そうした排出活動が制約されるという性格のもの

であった。こうした論理からすれば、排出を規制

する側に厳格な正当化根拠が要求されるのであり、

その意味で汚染規制は最小限度にとどまることが

志向されているのであって、海洋への有害物質の

排出 ・ 廃棄物処理の最大化が基本的に志向されて

いるといってよし、。 このような規制の在り方は一

次的には国家の経済的利益の確保を重視するもの

であって、少なくとも経済的観点からすればこう

した規制アプローチは非常に合理的である。

これに対して予防原則を 基本原則とする

「OSPAR条約」体制においては、逆リスト方式の

採用や有害物質除去の究極目標の表明から明らか
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なように、少なくともこれらの形態の汚染に関し

ては、海洋を有害物質 ・ 廃棄物処理の場として位

置づけることそれ自体が基本的に困難となりつつ

あり、そうした排出活動を行う側が潜在的な危険

への配慮とその最小限化の継続的な努力を示すこ

とが求め られるようになっている。確かに「予防」

の要求は一定の合理的根拠を前提とするが 、

「OSPAR条約」体制においてはそうした危険特定

の指針、 手続制度が整備されており、 有害物質の

排出活動それ自体に対する規制が厳格化している。

しかも因果関係の確然的な証明が確立 しない段階

から排出活動に制約を及ぼすという意味では、結

果的に規制そのものが徒労に終わる可能性はより

大きく、専ら経済的観点からその合理性を見出す

のは容易ではない。こうした点からすれば、環境

容量アプロ ーチと「予防」のそれぞれの根底にお

いては、海洋環境に対して相当に異なる価値判断

が作用していることが理解されよう。それは序章

で言及した Handl の言葉を借りれば、「経済功利

主義」 と「保存主義」という環境理念の相違とし

て整理することができる。

両理念の差異をここ であ らためて整理しておく

と、まず経済功利主義は、環境はあくまで経済利

用の対象にすぎないとの前提に立ち、人間の社会

的・経済的効用のために環境は最大限利用される

べきである とする経済志向の理念である 。 この理

念によれば、環境への配慮は基本的に利用の長期

的確保の観点に基礎づけられる。 一方保存主義の

理念、は、人間にと っての純粋な経済的利用価値に

と どま らず、生態系の維持それ自体に対す る価値

の認識に基づく環境志向の理念である。いいかえ

れば、 自然、秩序を「保存（preserve）」する点に

価値をみるのであり、それは単なる人間の健康や

福祉を越えた観点に基っく九も っ と も両理念、の

厳密な区分については、なお検討を要する問題で

はある。本稿では、 保存主義の理念はけっ して経

済利用の観点を排除するものではないが、より広

い観点から一体としての生態系の維持自体に価値

を認めている点で区別されるものと理解している。

経済利用への制約は厳格な科学的証明に基つ．く

べきとする環境容量アプローチの根底には、 廃棄

物の投棄 ・ 排出により国家は経済的 ・ 社会的利益

を得ているのであり、その制約は必要最低限のも

のでなくてはならず十分な根拠に基づくべきであ

るという経済志向の価値判断が強く作用している

といえよう。環境容量アプローチに固執 し、規制

の前に科学的調査を行うことの重要性を主張して

いたイギリスは、規制の費用対効果の考慮、の必要

性を度々強調していたへ それに対して、科学的

不確実性が残された段階から環境負荷の回避・ 最

小限化を志向する「予防」の規制論理は、海洋生

態系の維持それ自体に価値が認識されることで促

される。この点は、前述の 「エ スビャウ宣言」パ

ラクラフ 17 に明白に表れているといってよいだろ

う。すなわち 、 「持続的で健全で健康な

(sustainable, sound, healthy）」 北海生態系の確

保を共通利益とし、それを実現するための指導原

則として予防原則が規定され、 さらにその原則に

沿った有害物質の排出削減のための規則が定めら

れているというのが、「OSPAR条約」体制の基本

構造となっているのであるヘ

例えば「OSPAR条約」前文は、「海洋環境及び

それが支える動 ・ 植物相（fauna and flora）は、

すべての国家にとって絶対的に重要である（vital 

importance）」 として締約国の共通利益を明らか

にしているが、従来の「パ リ 条約」 ・ 「オスロ条約」

前文では、「海洋環境及びそれが支える生物資源

Cli ving resources）」と い う文言であっ た。つま

り、 「生物資源」の部分がわざわざ「動・植物相

(fauna and flora）」と いう 文言に変更さ れてお

り、利用の対象としての生物資源の側面よりも海

洋生態系を構成する生物種という観点が強調され

るようになっている。条約の正式名称を比較しで

も、従来の「オスロ条約」 ・ 「パリ条約」が「海洋

汚染防止条約」であったのに対して、 「OSPAR 条

約」は「海洋環境保護条約」であり単なる汚染防

止にとどまらず包括的な海洋環境保護を目的とし

ている。そのため第 2 条 l 項 a は、前述の汚染防

止 ・排除の一般的義務に加えて、人間活動の有害

な影響からの海洋保護 lこ必要な措置を とる一般的

義務をも締約固に課している。また 1998年の締約

国閣僚会合においては生態系と生物多様性の保護

に関する第 5附属書が採択されており、条約の射

程は単なる汚染防止にとどまらず、 海洋生態系の
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維持それ自体を目的として成立しているのである。

確かに海洋環境の浄化能力に依存した環境容量

アプローチも、環境容量の科学的確定が可能であ

ることを前提とする限り、環境保護の観点からも

一定の合理性を有していることは否定できない。

しかしそうした科学的確定が困難である点が各国

の共通認識となったことにより、環境容量アプロー

チの有するそうした合理性は支持を失うようになっ

たといってよいであろう。そしてこのような科学

的知見の限界の認識は、 一体としての生態系の維

持という拡大された視点が導入されることで、促

進されることになったのである。

第2節北海沿岸諸国の世論の緑化

こうした保存主義の理念が台頭した背景として、

西ドイツをはじめとしてヨ ー ロッパ全般において

活発になりはじめていた 「緑の運動（green

movement）」の存在、すなわち環境問題に対する

世論一般の関心の向上を指摘することができる 1凹。

西ドイツにおいては、酸性雨による黒い森の死滅

とい った問題を契機に環境保護への関心が高まっ

ており、 1980年 1 月に結成された「緑の党（The

Grunen）」が 1983 年には連邦議会選挙で総得票

の 5.6%を占めて 27 の議席を獲得し、国政に影響

を与えるまでになっていた山。西ドイツ政府が北

海閣僚会議の開催にイニシアティブをとったのも、

特に北海南部の湿地帯（Waddenn sea）の深刻な

汚染を背景に北海環境への圏内的関心が高まって

いたことに起因している。

またクリンピースなど各国の環境 NGO も、予

防原則を国際条約に採用するようロビー活動を展

開し、特に海洋投棄の禁止を求めて積極的な活動

を行っていたI田。 海洋汚染問題に伴う科学的不確

実性の状況を強調し、そうした状況から早期に事

前防止行動を求める予防原則を提唱することは、

こうした環境主義者の重要な戦略と考えられてい

たのである 1030 

そうした「予防」の必要性の主張は、 1987 年の

ロンドン会議の開催に先立ち行なわれたホスト国

イギリスのチャールズ皇太子の演説によって代弁

され、マスコミにも大きく取り上げられた。 皇太

子は、「投棄の厳格な管理や追加的な支出を正当

化するには、十分な証拠が存在しないと主張する

ものがいる。彼らは、科学が証拠をもたらすまで

待たねばならないとする。」とイ ギリスの政策に

言及したうえで、 「もし科学が向か教えてくれる

とすれば、環境が不確実性で満たされているとい

うことである。…医者の診断を待っているうちに、

患者は死んでしまう。」と述べてその姿勢を批判

し、発生源で迅速に汚染を防止する必要性を訴え

た。皇太子は、ヨーロッパの世論はさらに出費が

あるとしてもきれいで健全な環境を欲していると

語ったが、この時期北海沿岸諸国では緑の党がさ

らに躍進するなど環境保護に対する関心が一層の

高まりをみせており 刷、ロンドン会議の前年には

北海沿岸 8 カ国の環境団体が厳格な汚染防止措置

を求めるキャンペーンを行うなど、北海の保護に

対して世論の関心が集まっていたのである l目。予

防原則の採用をはじめとして、ロン ドン会議にお

いてより実体的なコミットメン卜の合意に成功し

た背景には、このように北海環境保護に対する世

論一般の支持が高まっていたという状況があった

といえよう。

北海閣僚会議がもたらした規制の転換のより具

体的な要因については、 Skjaers巴th が以下のよう

な点を指摘している 1問。まず第 1 に、「パリ条約」・

「オスロ条約」体制下において規制に最も後ろ向

きであったスペイン・ポルトガルが会議から離脱

した点が挙げられている。 前述のように、両国は

北海汚染にはほとんど関わりをもたず厳格な汚染

管理に反対していた締約国であったが、両国が会

議から外されたことでイギリスは排出削減へのよ

り強力な政治的圧力にl曝されることになったとさ

れている 10＼第 2 に、世論により敏感な閣僚レベ

ルで会議が開催されたことで、国民に対して何ら

かの会議の成果をアピールすることが促されたと

する。第 3 に、環境 NGO の会議への関与が認め

られるようになった点を挙け‘る l回。環境 NGO が

予防原則の採用に熱心であったことは前にも述べ

た通りである。そして最後に、ロンドン会議で設

立が要請された North Sea Task Fore巴が国益か

らより自律した科学的活動を行い、規制強化の基

盤となる科学的情報をもたらした点が指摘されて

いる。
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これらの指摘についても、北海沿岸諸国の世論

の「緑化」が前提とされていることが容易に理解

されよう 1090 イギリスの姿勢の変化についても、

大陸諸国からの圧力のみならずイギリス自身の国

内の北海汚染に対する関心の向上が指摘されてい

る 1九 こうした世論の変化の背景には、やはり北

海汚染の深刻化を示すいくつかの事態が顕在化し

はじめていたことが重要な影響を与えていた。例

えば、 1988年には北海のあざらしが大量死しその

40%が失われるというショッキングな事件が明ら

かとなったほか、赤潮の発生が特に養殖業に深刻

な打撃を与えるようになっており、「海のチェル

ノブイリ」として世論の関心を集めた山。その他

にも魚類の病気が高い率で発生したり、そうした

魚類を餌とする海鳥の餓死等、北海生態系の破壊

の兆候が明らかになりつつあった。

国際的な科学的研究作業はこうした事態に関し

て一定の科学的説明を与え措置の厳格化の基盤を

もたらしたが、やはり因果関係などについては科

学的に十分な説明を与えることが困難であり、諸

国に生態系の複雑性と科学的知見の限界の認識を

促すこととなった川。 1980年の西ドイツの報告書

からも既にうかがうことができたように、海洋科

学者の聞においても、海洋汚染に関する決定的な

科学的証明が確立する前に行動することは妥当で

かつ必要であり、そうした証明を待ってから行動

することは状況を不可逆的なものにしうると主張

がみられるようになっていた川。このように科学

的見地から科学的知見の限界が指摘されることは、

環境主義者の 「予防」の主張により強固な正当性

を与えるものであったといえるだろう。

第3節小括

海洋生物学者Earll は環境保護主義者の立場を

代弁する形で、「人間活動の規模の拡大のなかで

我々に必要なのは、環境損害を最小限化するため

予防原則によりもたらされるような根本的に異な

る哲学的見地である。」と述べている 114a 「根本的

に異なる」とまでいえるかは判断を留保せねばな

らないが、これまで見てきたように、北海汚染に

関しては海洋生態系の維持を目的とした環境負荷

の最小限化という理念、が実定法に反映されるよう

になっている。そしてそれは、北海の環境保護に

対するヨーロッパ先進諸国の高い関心、すなわち

世論の「緑化」に支えられたところが大きし、。つ

まりこうした地域性を背景にした、生態系の 「保

存」を志向する価値判断に基礎を置いて、「予防」

開念が国際規制の原則として確立されるに至った

ものと考えられるのである。

このように、「予防」概念の起源が、北海沿岸

という地域性を背景とした保存主義という環境理

念に由来するならば、そもそ も国際社会において、

そうした価値により広く一般性を認めることがで

きるのか、という点が疑問とされよう。この点は、

「リオ宣言」 第四原則の評価にも関わってくる。

最後に、結論で考察していくこととしよう 。

結 呈A
a岡

本稿ではまず、学説上一貫して科学的不確実性

の要素と関連付けられて理解されている「予防」

概念の本質が、環境容量アプローチの否定に見出

せることを明らかにした。そしてこのような「予

防」概念の基礎において、環境負荷の最小限化、

継続的な削減・回避による海洋生態系の「保存」

を志向する価値判断が存在し、「OSPAR条約」体

制においてそうした理念が、汚染防止義務の厳格

化という形で具体化していることを実証した。つ

まり「予防」概念はその起源において、ヨーロ ッ

パ先進諸国で構成された北海沿岸という地域特殊

性115を背景とした、「保存主義」の環境理念に支え

られて提唱されたものであった。

このような起源に着目することで、初期の学説

の問題意識もよりよく理解することができる。前

述したように「保存主義」の理念は、経済利用の

観点を必ずしも排除しないものの、 生態系の維持

それ自体に価値をみる点に特質がある。こう した

価値に基づくがゆえに、事前の無害証明や活動禁

止措置といった経済活動の厳格な制約にまで、

「予防」の規範的射程が及ぶ可能性があるといえ

る。もともと「予防」概念の基礎にあ ったこのよ

うな環境理念の性格を考えれば、 具体的には「予

防」が発動する要件等の不明確性を強く問題視し

た初期の論者の姿勢も、理解することはけっして
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困難ではないのである。

それでは、「リオ宣言J 第 15 原則はいかに評価

できるのだろうか。海洋生態系の「保存」という

価値、環境理念が、そもそも北海沿岸という地域

性を離れて国際社会一般に広く共有されているの

か、という点の具体的検討は本稿の射程外だが、

多様な主権国家で構成されるという国際社会の現

実、とりわけリオ会議においても経済開発の必要

を強く主張した開発途上国の存在を考慮するだけ

でも、こうした価値の一般性の判断は慎重である

べきことはひとまず容易に理解されよう。少なく

ともこのような国際社会の現実は、予防原則に対

する国際社会一般の支持の表明と理解される「リ

オ宣言」第 15 原則自体にも反映しているといえる。

第 15 原則における予防原則の定式化は、国家主権

に慎重に配慮した内容となっているからである。

第 l に「予防」の対象となる危険に関して、第

15原則は 「深刻な或いは不可逆的なJ という 損害

の基準を示す文言を加えており、発生しうる演害

の規模の深刻性に関しでも要件として明文化して

いる。「OSPAR条約」はこの基準を明確にしてい

ないが、 一定の損害の「重大（significant）」性

を要件とするものと考えられることは前述した。

しかし第 15 原則は、このような「予防」の対象と

なるおこりうる損害の規模の基準を明確したばか

りではなく、従来防止義務に認められてきた「重

大」性の基準よりも、 高いレベルが要求される こ

とを示唆している。

なお第 15 原則は、「完全な科学的確実性の欠如」

に言及するが、損害のおそれに関する何らかの

「合理的根拠」の要求については明文化していな

い。そもそも 「合理的根拠」という要件自体の媛

昧さは否定できないわけだが、北海閣僚宣言、

「OSPAR条約」では、科学的に不確実で－あっても

「防止措置をとる」と いう 積極的文言になって い

たのに対して、ここでは完全な科学的確実性の欠

如が防止措置をとらない「理由として用いられで

はならない」という消極的な文言にとどまる。

第 2 に予防的措置の性格に関して、第 15 原則は

「費用対効果の大きな対策」という要素を明文化

している。費用対効果は規制のコストと目標に対

する効果の評価を要求するが、陸上起因汚染分野

に顕著であったように、北海汚染における予防的

措置もそもそも経済的考慮を度外視したわけでは

なかった。ここでわざわざこうした要素が文言に

加えられたのも国家の経済的利益に対する配慮の

現れであり、海洋投棄や洋上焼却の規制のように

「予防」の要求が必ずしも特定の活動自体の禁止

を意味せず、 一定の柔軟性を有している点を明確

にするものであると理解できる。

そして第3 に第 15原則は、このような「予防的

アプローチは各国によりその能力に応じて」適用

されることを明文化している。先進工業国で構成

された北海沿岸の汚染規制においてはこの要素は

明確ではなかったが、経済発展の度合いの異なる

多様な主権国家から成る国際社会の現実に配慮し

た要素として理解できょう。

このように「リオ宣言」 第 15 原則は、北海汚染

の国際規制の文脈においては必ずしも明確ではな

かった要素を明文化し、国家主権に慎重に配慮し

た定式化を示すものであることがわかる。それゆ

えに広く国際社会一般の支持を得たのであり 、 国

家主権を重大に脅かしうるとのリオ会議以前の学

説の危慎に対しでも、この定式化には一定の歴史

的解決が示されているといってよいだろう。こう

して第 15 原則における定式化に、 予防原則の一般

化の可能性をみることはできる。

しかし、科学的不確実性の状況における事前防

止の原則という「予防」の漫然、とした理解のまま

に、予防原則の確立を主張する近年の学説には、

今日の国際環境法の規範的性格に関わる発展認識

を見誤る危うさがあるように思われる 。 しかもこ

うした学説の傾向として、実効的な環境保護の確

保という実践的側面に議論の重点がおかれるむき

は否定できない。例えばFreestone と Hey は、 予

防原則の定義や内容の議論よりも、今やその実施 ・

履行に関する議論の重要性が増してきていると断

言している1九 たしかに環境損害の事前防止に国

際規制の重点がおかれることそれ自体は環境保護

の観点からは望ましい傾向であり、また予防原則

が一般国際法の原則として位置づけられることは、

国際的な環境保護が個別の環境条約によって確保

されているという限界を抱える国際環境法の一定

の発展として評価できるであろう。だが一方で、
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国際社会が多様な主権国家によって構成されてい

るという現実は、そうした規制の方向性を複雑で

困難なものにしていることもたしかである。

例えば、第 15原則で明文化された費用対効果の

必要性は、たしかに一定の柔軟性を示す要素であ

るが、環境容量アプロ ーチに固執していたイギリ

スがしばしば言及していた要素であり、そこでは

規制の前に科学的調査を行うことの重要性が主張

されていた。また、気候温暖化の規制に前向きで

なかったアメリカ合衆国も、むしろ科学的不確実

性を減少させる必要性を強調する立場から、全て

の温室効果ガス、 発生源、吸収i原に言及する 「包

括的アプローチ（comprehensive approach） 」を

温暖化問題に採用すべきであり、最も費用対効果

の大きい措置をとるという柔軟性を主張した11

このように費用対効果の要求は、むしろ規制以前

にまず科学的不確実性を削減するという政策とし

ばしば関連して主張されるのである。しかもリオ

会議では、こうした科学的作業に不可欠な国際協

力に関してすら、国家主権の尊重がわざわざ強調

されていたことは留意されねばならないi九

また国家能力の考慮に関しでも、「OSPAR条約」

における「地域性の原則」に示されたような考慮

の態様を第 15 原則は明確にしておらず、そもそも

「予防アプロ ーチ」自体全く適用しないことも、

許容されうる文言となっている点は注意せねばな

らないだろ う 。 リオ会議では、「共通だが差異の

ある責任 (common but differentiated 

responsibility）」の原則（「リオ宣言」第 7 原則）

が表明されたが、この原則自体は差異の態様にな

んら指針を与えるものではなし、。しかも、 リオ会

議において共通の達成目標として支持された「持

続可能な開発（sustainable development）」概念

自体暖昧で、その「経済功利主義」的性格も指摘

されており、国際環境法から「持続可能な開発の

国際法」へのこのような転換119に対して、国際環

境法の規範的性格の衰退を危倶する議論もみられ

るのである 1200

こうした要素は国際環境法における予防原則の

意義の明確な理解を困難にしうるとともに、経済

開発を志向する価値観が、国際社会においてその

力を失っていないことをうかがわせる。今日もな

お我々が直面している予防原則をとりまく不明確

性の根底には、その基礎にあるこのような価値観 ・

環境理念の問題が深く関わっているといえよう。

このような国際社会の現実を認識することが、何

よりも重要である。 だからこそ 「 リオ宣言」第 15

原則で慎重に定式化され、その後国際社会の支持

を得つつある予防原則の意義を実証的に解明して

いくことが、今日の国際環境法の規範的性格を理

解するに不可避の作業となる。国際環境法におけ

る予防原則の確立を主張する近年の議論は、科学

的不確実性の要素と結び、ついた「予防」概念、を語

る一方で、こうした内容の不明確性の問題をいわ

ば捨象し、今やし、かに環境損害の事前防止を達成

するかという実践的関心lこ議論の重点がおかれる

むきも否定できない。こうした議論の傾向は、国

際環境法の発展の過大評価をもたらす危険性があ

るのみならず、予防原則の法規範的性格を裏付け

る有益な理論をもたらしえないであろう。海洋環

境分野などまだ一定の環境分野に限定されるが、

「持続可能な開発」の達成を共通利益として語っ

た多数国間条約体制のもとで、予防原則が基本原

則として採用されるようになっている。それら に

詳細な実証的検討を加えることで、より一般的な

文脈における予防原則の理解の手がかりを探るこ

とが今後の課題である。
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環境への損害は、不可逆的であるか相当の出資と長期間を要して改善しうる可能性があり 、ゆえに沿岸国と EEC

は、行動をとる前に有害な影響の証明（proof of harmful effect〕を待つてはならないことを意識」するものと規

定されていた。

ね「参加国は、予防原則（precautionary principle）を引き続き採用する。つま り、排出と影響の聞の因果関係に

ついて科学的証拠が存在しない場合であっても、持続性 ・ 毒性 ・ 生物濃縮性を有する物質の潜在的に有害な影響

(potentially damaging impacts）を回避するための行動をとらなければならな し、。」（「ハ ー グ宣言」前文〕。

＂ ただし北海に限定された協定として、 1969年に「北海の油汚染に対する協力協定 （以下、ボン協定）」が締結さ

れ、 1983年に他の有害物質についても協力の射程を拡大する新協定が結ばれているが、油汚染などの発生の際のア

セスメント・監視 ・ 情報提供などの協力の枠組を定めたもので、汚染の事前防止の実体的義務を定めるものではな

い。 これらの協定も含め、海洋汚染の国際規制の必要性が認識されるきっかけとなったのは、 1967年の大型タンカ 一、

ト リ ー・キャ ニオン号の座礁事件である。同事件では、 11 万 7千 ト ンの油が海洋環境に流出し、周囲の海洋生態系

に深刻な損害を与えた。

＂両条約は、それぞれ 1年ζとに召集されるオスロ委員会 ・ パ リ 委員会を設立し、ロン ド ンに共同の事務局を置い

ていた。 両委員会は、条約の履行の盟主視、海洋の環境状態や措置の実効性の評価などのほか、汚染防止のための共

同のプログラムや措置について勧告 ・ 決定を行う。またオスロ委員会については‘Standing Advisory Committee 

for Scientific Advise (SACSA）＼ パ リ 委員会については＇Technical Working Group (TWG）＇と呼ばれる科学

技術組織が設置されている。これらの組織は汚染問題の実践的 ・ 技術的解決策等につき各委員会に報告を行い、そ

うした報告を土台として委員会の決定 ・ 勧告の内容が作成される。さらに両条約に共通の組織として、 海洋汚染レ

ベルの評価を主な任務とする‘Joint Monitoring Grope (JMG）‘が設置さ れており、海洋環境の状態や廃棄物の

流入状況に関するモニタリングの評価を SACSA、 TWG及び両委員会の共同会合に報告するものとされた。 そ の

他、特定の汚染物質の研究等を任務としたい くつかの作業部会が置かれた。

26 本稿の対象は、北海閣僚会議における予防の議論が最も直接的に反映した地域条約に焦点をしぼっており、その

ため陸上起因汚染、 海洋投棄 ・ 洋上焼却の分野に基本的に検討を限定している。 なお北海における船舶起因汚染に

関しては一般条約である「MARPOL条約」体制下で規制がすすめられている他、 EC/ E Uの枠組での海洋汚染規

制も存在する。

幻 北東大西洋の具体的範囲については、両条約の第 2条参照。 そうした海域のうち、「オスロ条約」 は領海・公海

を適用範囲とするが（第 2 条〕、 「パ リ 条約J は内水も含む （第 3条 a）。 こ うした差異の背景には、そもそも内水で

の投棄が陸上起因汚染と区別 し難いという事情があったのであろう 。

28 J. S. Gray, et. al. ,’' Scienti fic Based Strategy for Marine Environment Protection and Management", 

Marine Pollution Bulletin, vol. 22,1991, 432 440, , p.433. ただし、 「フラックリス卜 」 ・ 「グ レイリスト 」という

言葉は、 条約規定上の正式の用語ではない。 こうした有害物質に閲するリスト方式の概念は、 1971 年 9 月のハ ー グ

でのオスロ条約準備会合においてはじめて提案された 。 J Vennekens Capkova ,‘ Dangerous Substancesｷ 
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Chameleons in Water Policy ‘ in D. Freestone and T. Ijstra eds, The North Sea: Perspectives on Regional 

Environmental Cooperation, 1990,150-156, p.150. 

" 「オス ロ条約」 においては、ブラ ックリス トに掲げられた物質については投棄を原則として禁止し （第 5 条）、

グレイリストに掲げられた物質については、 オスロ委員会が 「重大な（significant）」量と認める量を投棄する場

合は、 圏内当局の特別許可が必要とされた（第6条）。ま た、それ以外の物質について も、圏内当局の事前承認が

求められた（第7条）。 また「パリ条約」では、ブラックリス卜にある物質による汚染を除去（巴liminate）するも

のとする一方（第4条 1 項 a） 、 グレイ リスト の物質による汚染については厳格に制限 (limit）するものとし、そ の

排出には権限のある圏内当局の承認が求められている（第4条 l 項 b、 2項 b）。 締約国は、共同で或いは適切なら

ば個別的に、これらを実行するためのプロ グラム ・ 措置を履行するものとされている（第4条 2 項）。

30 M.Pallemaerts,'The North Sea ministerial declaration from Bremen to the Hague :Does the proc巴ss

generate any substance?', International Journal of estuarine and Coastal Law, vol.7,no.l,p.5. 

'1 G. Peet ,’ The 1984 North Sea Conference: A preview', Marine Policy, July, 1984, 259-270.,p.259. 1 98 1 年 6

月には、西 ドイ ツの欧州議会のメンバーである Bangemann が北海汚染に関する決議案を起草 し、その中で・汚染問

題に取り組むための国際北海会議の組織化を提案した。 さ ら に翌年の 6月には、西 ドイ ツ内相が国際北海会議を組

織する西ドイツ政府のイニシアティフーを表明し、 1983年には準備会合がボ ンで開俄されるに至った。

32 Lersner によれば、ドイツの環境政策の基本原則は、「予防原則」の他に、 「協力原NlJ (Kooperationsprinzip) J、

「汚染者負担原則 （Verursacherprinzi p〕」に特徴づけられるという 。 基本的には、協力原則は誰が対応行動をとる

べきか、そして汚染者負担原則が誰がそのコストを負うのか決定する原則であるのに対し、 「予防原則」は行動す

るべきかどうかを決定する原則であるという 。 H von Lersner , ” Vorsorgeprinzi p:”, Handworterbu ch des 

Umweltrechts, vol.2, 1988, pp.1086-1091,p.1086. 

お J Cameron and J. Abouchar ,”, op. cit.,n.6,pp.6f. 1976 年の西ドイツ政府の環境報告書（Umweltbericht

1976 der Breg.）は、 「環境政策は、さ し迫った危険（Gefahr）の防止や発生した損害の除去に限定されない。予

防的な環境政策は、 自然の基盤（Naturgrund lagen）が保護され、 大切にされる必要を求めるものである。」とし

ている。 M. Kloepfer, Umweltrecht, C. H. Beck' Sch V巴rlagsbuchhandlung, 1989, p.74 

割 引用、 D Free stone , ”The Precautionary Principle", in D.Freestone eds., International Law and Global 

Climate Change, 1991, pp.21f. 

おドイツ国内環境法の学説上の議論においては、 Vorsorgeprinzip の恨拠付けとして、資源利用に関する

”Freiraum theorie”と、物質排出に関する’＇Ignoranztheorie”に大別されるが、この報告書の見解は、後者の立場

にたつものと考えていいであろう 。 ”Ignoranztheorie”の立場によれば、自然への干渉の作用については科学的知

見の欠如により判断することはできないのであって、そうした自然、の干渉は 「最善の技術（Stand der Technik) J 

にしたがい可能な限り削減されるべきとの議論を正当化するとされる。 Lersner , op. cit., p.1087. なお、ここでい

う” Stand der Techneik”に基っく措置は、国際法上の”Best Available Technology ，， に基づく措置よりも、厳格

なものと理解される。 R. Breuer ,'’ Stand der Technik ”, Handwor terb uch des Umweltrechts, vol.2, 1988, 

pp.385 387 

お「海洋汚染の科学的側面に関する合同専門家グループ」（The Joint Group of Experts on the Scientific 

Aspects of Marine Pollution: GESAMP）は、 「環境容量」（environmental capaci ty）概念、を「悪影響を生じ

ることなしに、特定の活動ゃある程度の活動を許容する能力として定義される、環境の特性」と定義している。

1972年の「ス ト ック ホルム人間環境宣言」第6原則は、「生態系に重大なま たは回復できない損害を与えないため、

有害物質その他の物質の排出及び熱の放出を、 それらを無害にする環境の能力を越えるような量や濃度で行うこと

は、停止されねばならなし、0 ・ · · o J と規定している。

37 こ の点は、 「パリ条約」においてブラック リ ス ト の物質の排出が認められているか、 という問題にも関わってく

る。 そうした物質に関しては 「オスロ条約」 では投棄そのものが禁止されているのに対して、「パリ条約」 では

「汚染」 の除去が求められるに過ぎない。 汚染を環境への悪影響と解釈すれば、排出自体は禁止さ れていないこと

となる。 しかし、国家当局による排出の承認についてグレイリストの物質に関してのみ規定があることを考えると、

ブラックリストの物質は排出禁止と解釈すべきとする見解がある 。 Qing-nan Meng, Land-based Marine 

Pollution: International Law Development, Graham&Trotman, 1987,p.127 

38 国際河川・湖沼の保護に関して、 fi境質問機の設定による国際規制の実践が見られる。 例えば、 1965年 「レイニー

河 ・ ウッズ湖の汚染に関する国際共同委員会報告警」、 1970年「エリー湖 ・ オンタリオrm ・セ ン トロー レンス河の

国際水域の汚染に関する国際共同委員会報告書」、 1972年「五大槻jの水質に関するカナダ ・ アメリカ合衆国間協定J
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参照。北海に関しては、領海部分などに規制は限定されるが、 1976 年の有害物質による汚染に関する EC の指令に

おいても、環境質目標による規制手段が採用されていた。向指令もまたリス ト方式を採用しているが、グレイリス

トの物質による汚染削減のために国家がとる計画は、 環境質目標を含むものとしている（第7条3現。また、プラ y

クリストの物質についても、最新の決定的な科学的デー タなどに基づく環境質目標を協議会は設定することとされ

ている（第6条 2項）。なお向指令の適用は、各国の領土内の表面水、領海、内水、地下水を対象としている 。

Council Directive 76/ 464/EEC. 

39 S. Saetevik, Environmental Cooperation b巴tween the North Sea States: Success or Failure?, Belhaven 

Press,1988., p.81 

ぬこの規制アプローチをめぐる対立を主題と した論文と して、例えば Sonja Boehmer-Christiansen,' 

Environm巴ntal Quality Objectives versus Uniform Emission Standard', in D. Freestone and T. ijlstra, 

eds.op.cit.139-149 

41 「確然、的」な科学的根拠とはいかなる程度のものを指すのかという点に関しては、こ の「環境容量アプロ ーチ」

で重要な役者lを果たす実験 ・ モニタリングが、いかに環境への懇影響を確定してきたか、という科学的実践からい

くらか示唆を得ることができる。従来からのモニタリング・プログラムによれば、まず否定的な仮説（null

hyposis）、すなわち「物質A は、悪影響B をもた らさない」というような仮説がたてられる。その上で、実験 ・統

計の結果に緩み、 95%以上の確からしさが得られた場合、はじめの否定的仮説は否定され、悪影響の存在が認めら

れるとの結論が下される。つまり、この悪影響の存在を肯定する結論に関しては、 5%以下のエラーしか認められ

ない（このエラ ー は、”Type I error”と呼ばれる〕。一方、 95%以上の確からしさが得られなかった場合、はじめ

の否定的仮説は否定されなし、。 つまり 、 悪影響の存在は認められないとの結論が下されるのである（この結論に関

するエラーは＂TypeII error”と呼ばれる）。 結局、実験や統計により 95%以上の確か ら し さがあってはじめて悪影

響の存在が認められ、その規制措置がとられることになるわけである。 R. M. Peterman and M. M ’Gongi le,” 

Statistical Power Analysis and the Precautionary Principle", Marine Pollution Bulletin, vol.24, no.5 pp.231-

234, 1992. L. Buhl-Mortensen ,” Type- II Statistical Errors .in Environmental Science and the Precautionary 

Principle", Marine Pollution Bulletin, vol.32, no.7, pp.528-531,1996. 

＂このアプロ ーチの特質は、「汚染の解決は希釈（the solution to pollution is dilution）」と表現されることも

ある。

。 TD.Cron, Das Umweltregime der Nordsee: Volker- und europarechtliche Aspekte, Nomos 

V巴rlagsgesellschaft, 1995. P.65f. E.Hey, et.al. ”Th巴 1992 Paris Convention for the Protection of the 

Marine Environm巴nt of the North-East Atlantic : A Critical Analysis”， Intεrnational Journal of 

Maritimeand Coastal Law, vol.8, no.1.p.8 

" James E. Hickey Jr. and Vern R. Walker ,” Refining the Precautionary Principl巴 in International 

Environmental Law ”, Virginia Environmental Law Journal, vol.14,1995, 423-454,p.429 このような定義の仕

方は、 1974 年「バル ト海海洋環境保護条約（へルシンキ条約）」第2条 (1〕、 1976年「地中海汚染防止条約（バル

セロナ条約）」第2条（a）などにも見出すことができ、従来の汚染定義の典型であった。

“ S Saetevik, op. cit.,1988.p.42. 

" ibid., p.81 

" ibid., p.43. 

,s このように、排出基準と環境質目標の代替可能な関係は”alternative concept”と呼ばれる。 G Winter ,” Der 

Schutz der Nordsee als problem internationaler Ubereinkommen und EG-Richtlinien ”, Natur + Recht, 1988, 
p.266. H.Hohmann, op. cit., p.190. 他にこ うした”alternati ve concept”を採用するものとして、例えば 1985 年

「UNEP 陸上起因汚染ガ‘イ ドライン」パラグラフ 13 (b）は、 「・・・海洋の質又は排出に関する基準並びに推奨される

慣行及ひ’手続を湾Ir進的に案出し、制定する。」 とする。専ら霊童境質目標のみに基づいた汚染規制を許容する点が、

「予防」の観点から問題とされる。

49 もっとも、具体的な防止措置に関する合意が全く存在しなかっ たわけではない。 例えば水銀に関しては、塩化ア

ルカリ 工場からの排水中の水銀排出の限界値に関する決定 （PARCOM Dec. 80/2,81/1, 81/2）や、生物中の水

銀の環境質基準に関する決定（80/1）がノマリ委員会において採択されている。 だが、こうした決定・勧告のほと

んどは、少なくとも 80年代に入ってから採択されたものである。 なお、法的拘束力のある決定は基本的に全会一

致により採択されることとなっていた（第 18 条）。 規定上は 4分の 3 の多数決による採択も予定されているが、そ

の場合反対した国は拘束されない。 しかし委員会の決定の法的拘束力自体否定的に解する国家もあり、その法的性
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格も問題とされていた。 E.Hey, et. al., op.cit.,p.39 

叩「オスロ条約」に関してはその汚染に関する規定の文言の解釈により、その条約上の規制が科学的不確実性に関

わる予防原則を射程に入れるものであるとか、少なくとも厳格な科学的証明は要求されないとの議論がある。 ibid. ,

p.8. 海洋投棄汚染の一般条約である「ロンドン海洋投棄条約」 (1972）も同様の文言の一般的義務を定めているが、

「廃棄物を同化しかっ無害にする海洋の受容力・ーが無限でないことを認め」とする同条約の前文の解釈として、「そ

うした環境容量が有限であることを受け入れつつも、証拠が提示されない限り活動は許容しうる」というのが伝統

的な見解であったという。 D.Freestone, op. cit.,n.8. p.211. つまり海洋投棄分野においても、こうした環境容量

アプロ ーチが伝統的に認められていたのである。

51 J. B. Skjaerseth, 'Towards the End of Dumping in the North Sea: An Example of Effective Int巴rnational

Problem Solvingア， Marine Policy, Mar, 1992, 130-140, p.135 f 

52 ibid, p.136 

臼 P. Ehlers ,' ’ The History of the International North sea Conference ”, International Journal of Estuarine 

and Coastal Law ,vol. 5, 1990, 1-14. p.5. E. Hey, op.cit., p.247 

54 P ARCOM Recommendation 89/2. BAT の確定に考慮されるべき事項としては、最近試用に成功した類似の

生産工程・施設・操業の手段、技術的進歩と科学的知見 ・ 理解の変化、経済的利用可能性（economic feasibility）、

設備の使用期限、排出物の性質 ・ 量、そして予防原則が挙げられてい る。

日 OSCOM Decision 90/2. ノマラグラフ 1、 2。

“ OSCOM D巴cision 89/ 1。 なお「ロンドン宣言」においては、パラグラフ 2 1 (b）の目的の達成の暫定的措置と

して、産業廃棄物の海洋投棄の停止について特に規定がなされていた（パラグラフ 22 Ca〕）。

57 Guardian 1987.11.25. 

国 James E. Hickey Jr. and Vern R. Walker , op. cit., p.448. 

鈎 Justification for th巴 issue of permits for the dumping of industrial waste at seム 1989 . para 3. in D 

Freestone, et. al.,The North Sea: Basic Legal Documents, p.122. 

回 J.B. Skjaerseth,'The making and implementation of North Sea commitments: The policies of 

巴nvironmental participation', in D.G.Victor ,et. al.,The Implementation and Effectiveness of International 

Environmmental Commitments, MIT Press, 1998, pp.327句380, p.338. 

61 かかる意味において、予防原則は伝統的な科学的客観性と適合せず、科学的ではないとする結論は乱暴に思われ

る 。 J S. Gray ,” Statistics and the Precautionary Principle", Marine Pollution Bulletin, vol. 21.1990, 

pp.174-176. また Gibson と Churchill は、多くの化学物質の影響に関する科学的情報の欠如を背景に、予防的ア

プローチが正当化されると理解したうえで、そのような科学的情報の不足は、問題の存在を「みなす理由」の欠如

として表明されうる、との問題点を指摘している。 J Gibson and R. R. Churchill, 'Probl巴ms of implementaion 

of he North S巴a declarations: A case studyof UK', International Journal of Estuarine and Coastal 

Law,1990, p.57. 

62 こうした、環境質目標と排出基準を組み合わせた規制手段は、”alternative concept と対比的に、”cummulativ巴

concept”と呼ばれる。 G Winter, op. cit 

回 EHey et. al.,op. cit.,. p.3. 

“ i bid, p.8. なおこうした汚染定義は、 「OSPAR条約」以前にも存在した。 例えば、 1982年「国連海洋法条約」

第 l 条参照。

65 0. Schachter、 International Law in Theory and Practice, p.367 

66 米国対カナタ「 トレイル熔鉱所事件」最終判決 (1941) 。 March 11, 1941, Report of International Arbitration 

Awards, vol.3 p.1938 . なおこの「深刻な（日巴rious）」の基準は、他の基準に比べて汚染の許容度が高いものと評価

されている。 A.Nollkaemper, The Legal Regime for Transboundary Water Pollution Between Discretion 
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